
は
じ
め
に

戦
前
、
諸
藩
の
財
政
を
分
析
し
た
土
屋
喬
雄
氏
は
、
薩
摩
藩
財
政
の
特
徴
を
以

下
の
よ
う
に
述
べ
た
（
１
）（
傍
線
、
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

特
に
こ
ゝ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
藩
（
薩
摩
藩
）
の
財
源
が

他
の
多
く
の
藩
の
そ
れ
と
異
な
り
、
米
を
最
も
主
要
な
る
財
源
と
せ
ず
し
て
、

種
々
の
特
産
物
及
び
貿
易
の
利
に
、
よ
り
大
な
る
財
源
を
有
せ
る
こ
と
こ
れ

で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
産
物
料
の
額
は
年
貢
米
の
剰
余
の
払
代
銀
に
数
倍
し
、

密
貿
易
の
利
も
あ
つ
た
の
で
、
そ
の
財
政
収
入
の
内
容
は
他
の
諸
侯
の
そ
れ

と
は
頗
る
選
を
異
に
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
実
に
此
藩
は
、
米
の

点
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
五
、
六
の
藩
に
劣
る
も
の
で
あ
つ
た
と
は
い
へ
、

特
産
の
多
き
こ
と
に
お
い
て
も
、
亦
貿
易
の
利
の
大
な
り
し
点
に
お
い
て
も
、

諸
侯
に
冠
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
こ
の
種
の
諸
侯
（
中
略
）
の
代
表

者
で
あ
つ
た
。
こ
の
点
が
実
に
こ
の
藩
の
財
政
の
特
徴
で
あ
り
、
又
そ
の
強

み
で
あ
つ
た
。
文
政
年
末
以
後
の
大
財
政
改
革
に
よ
り
、
殆
ど
破
産
に
瀕
せ

る
財
政
を
立
直
し
、
幕
末
に
於
て
他
の
諸
侯
の
甚
だ
し
く
窮
乏
せ
る
間
に
あ

（
マ
マ
）

つ
て
綽
々
た
る
余
裕
を
示
し
、
よ
く
維
新
の
際
に
軍
事
上
、
政
事
上
の
大
活

動
を
為
す
を
得
た
の
は
、
こ
の
特
徴
、
こ
の
強
み
を
有
せ
し
故
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
思
ふ
。（
後
略
）

米
収
入
の
脆
弱
さ
、
そ
し
て
「
特
産
物
」
の
豊
富
さ
と
利
益
の
巨
大
さ
、
こ
れ

こ
そ
が
薩
摩
藩
財
政
の
特
徴
に
し
て
、
財
政
改
革
を
通
じ
幕
末
に
「
雄
藩
」
た
り

え
た
理
由
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
年
貢
米
収
入
を
基
礎
に
、
そ

れ
ら
を
畿
内
へ
集
中
的
に
廻
送
・
換
金
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
典
型
的
な
幕
藩
領

主
財
政
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
薩
摩
藩
財
政
に
は
早
く
か

ら
そ
の
特
異
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
後
の
薩
摩
藩
研
究
は
土
屋
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
な
構
造
を
基
礎
に
、
社
会

経
済
史
的
な
分
析
が
深
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
百
姓
の
も
と
に
剰
余
生
産
物
を
残

さ
ぬ
ほ
ど
の
強
度
の
搾
取
、
対
す
る
生
産
力
の
絶
対
的
な
低
劣
さ
が
指
摘
さ
れ
、

同
藩
の
財
政
窮
乏
の
構
造
的
要
因
と
さ
れ
た
（
２
）。
こ
の
た
め
藩
財
政
は
十
八
世
紀
半

近
世
後
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
財
政
構
造
と
そ
の
特
質

―
―
米
収
支
を
め
ぐ
っ
て
―
―

福

元

啓

介

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
二
号

二
〇
一
八
年
三
月
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ば
以
降
の
領
内
農
村
の
荒
廃
と
相
ま
っ
て
砂
糖
を
主
と
す
る
南
西
諸
島
の
特
産
品

へ
の
依
存
、
琉
球
貿
易
の
拡
大
へ
と
向
か
い
、
こ
れ
ら
を
強
力
に
梃
入
れ
す
る
天

保
期
の
財
政
改
革
が
展
開
す
る
、
と
す
る
の
が
通
説
的
な
理
解
と
言
え
る
。
そ
し

て
こ
の
財
政
改
革
は
、「
財
政
破
綻
の
克
服
を
「
物
成
」
の
増
収
策
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
殖
産
政
策
に
よ
っ
て
試
み
」
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
（
３
）。

し
か
し
近
年
、
農
民
層
の
一
方
的
な
下
降
分
解
し
か
う
ま
な
い
強
度
の
搾
取
、

そ
れ
に
対
す
る
生
産
物
の
絶
対
的
な
少
な
さ
、
農
民
的
商
品
流
通
を
生
ま
な
か
っ

た
と
す
る
よ
う
な
諸
点
へ
の
問
い
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
４
）。
そ
の
当
否
に
つ
い

て
本
稿
で
言
及
す
る
用
意
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
先
行
研

究
の
示
す
同
藩
財
政
の
理
解
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
特
に

同
藩
財
政
の
研
究
に
つ
い
て
は
、「
西
南
雄
藩
」
と
し
て
の
研
究
史
の
分
厚
さ
に

比
し
て
意
外
な
ほ
ど
実
態
が
不
明
瞭
な
ま
ま
議
論
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
管
見
の

限
り
、
単
年
度
収
支
の
把
握
と
い
っ
た
基
礎
的
な
部
分
の
数
量
的
考
察
す
ら
十
分

に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。「
現
在
で
も
鹿
児
島
県
の
歴
史
研
究
に
際
し

て
は
必
ず
そ
こ
か
ら
出
発
し
、
ま
た
そ
こ
へ
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
古
典
（
５
）」
と

さ
れ
る
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
が
比
較
的
多
く
の
史
料
を
参
照
し
掲
出
し
て
い

る
ほ
か
、
上
原
兼
善
氏
の
研
究
（
６
）が
天
保
期
の
米
・
貨
幣
収
支
を
大
坂
も
視
野
に
入

れ
る
形
で
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
見
ら
れ
な

い
。
長
く
前
提
と
さ
れ
て
き
た
同
藩
財
政
の
「
特
徴
、
強
み
」
が
ど
の
よ
う
な
実

態
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
基
礎
的
な
点
か
ら
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
改
め
て
藩
財
政
の
基
礎
と
な
る
米
収
支
を
中
心
に
分
析
を

行
う
。
薩
摩
藩
の
米
収
入
の
脆
弱
さ
に
つ
い
て
、
量
的
な
問
題
だ
け
で
な
く
そ
の

質
、
つ
ま
り
米
の
種
類
・
品
質
の
面
か
ら
薩
摩
藩
の
年
貢
米
収
入
の
実
態
を
指
摘

す
る
。
つ
い
で
、「
大
な
る
財
源
」
の
い
っ
ぽ
う
と
さ
れ
た
「
特
産
物
」
と
の
間

に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
薩
摩
藩
財
政
の
基
礎

的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
の
ひ
と
つ
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
薩
摩
藩
財
政

を
規
定
し
た
、
同
藩
に
特
徴
的
な
要
素
と
し
て
南
西
諸
島
経
営
に
必
要
と
さ
れ
た

米
支
出
・「
続
米
」
を
中
心
的
に
検
討
し
た
い
。

な
お
、
第
二
章
以
降
で
主
に
使
用
す
る
史
料
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

の
「
島
津
家
本
」
に
含
ま
れ
る
諸
帳
簿
類
で
あ
る
。「
島
津
家
本
」
は
「
明
治
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
旧
鹿
児
島
藩
主
島
津
家
の
家
史
編
纂
・
史
料
蒐
集
機
関

と
し
て
存
在
し
た
「
公
爵
島
津
家
編
輯
所
」
が
、
そ
の
編
纂
事
業
の
過
程
に
お
い

て
蒐
集
・
作
成
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
所
蔵
と
な
っ

た
書
籍
の
総
称
（
７
）」
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
使
用
す
る
も
の
は
い
ず
れ
も
竪
帳
の
形
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
帳
末
の
「
台
本
・
出
処
・
種
別
・
数
量
」
欄
は
い
ず
れ
も

「
本
邸
所
蔵
御
手
許
書
類
ノ
内
原
本
一
冊
」
と
な
っ
て
い
る
。
編
輯
所
に
よ
っ
て

蒐
集
さ
れ
、
主
に
大
正
期
に
謄
写
さ
れ
た
複
製
で
あ
る
た
め
明
確
な
翻
刻
の
誤
り

な
ど
が
み
ら
れ
る
箇
所
も
存
在
す
る
が
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
本

稿
で
は
適
宜
内
容
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
つ
つ
利
用
し
た
い
。

第
一
章

年
貢
収
納
機
構
と
収
納
米

第
一
節

高
構
成
と
蔵
入
地

ま
ず
、
薩
摩
藩
の
基
本
的
な
支
配
構
造
お
よ
び
藩
領
の
高
構
成
に
つ
い
て
、
主

に
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
述
べ
て
お
く
。
特
に
註
記
の
な
い
場
合
は
『
鹿
児

島
県
史
』
第
二
巻
に
依
る
。

薩
摩
藩
領
は
薩
摩
国
・
大
隅
国
の
一
円
お
よ
び
日
向
国
の
一
部
に
わ
た
り
、
さ

ら
に
琉
球
へ
と
連
な
る
南
西
諸
島
に
ま
で
及
ぶ
。
藩
領
は
一
部
の
島
嶼
を
除
い
て

基
本
的
に
外
城
（
郷
）
と
呼
ば
れ
る
行
政
区
画
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
外
城
制
度
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と
呼
ば
れ
る
支
配
組
織
が
敷
か
れ
て
い
た
（
８
）。
そ
の
数
は
百
十
数
ヶ
郷
に
わ
た
り
、

内
部
に
家
臣
団
の
所
領
で
あ
る
給
地
を
含
み
な
が
ら
藩
直
轄
の
蔵
入
地
が
展
開
し

て
い
た
。

同
藩
は
、
過
大
な
武
士
人
口
（
９
）を
抱
え
る
が
ゆ
え
地
方
知
行
を
維
持
し
続
け
た
点

に
特
徴
が
あ
り
、
諸
郷
の
支
配
の
あ
り
方
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
諸
郷

は
空
間
的
に
は
小
城
下
と
も
い
う
べ
き
郷
士
集
落＝

麓
、
町
人
地
の
野
町
、
百
姓

集
落
の
在
、
港
湾
に
設
置
さ
れ
た
浦
浜
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
郷
士
は
「
〇
〇
衆

中
」「
〇
〇
士
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
に
所
属
し
、
郷
を
支
配
す
る
地
頭
の
統

制
下
に
あ
っ
た
。
対
す
る
鹿
児
島
城
下
の
武
士
は
鹿
児
島
士
（
城
下
士
）
と
さ
れ
、

郷
士
と
の
間
に
厳
然
た
る
身
分
差
を
有
し
た
が
、
城
下
士
内
に
も
そ
れ
ぞ
れ
家
格

が
設
定
さ
れ
、
そ
の
差
は
大
き
か
っ
た
。

次
に
、﹇
表
一
﹈
お
よ
び
﹇
表
二
﹈
か
ら
藩
領
の
高
構
成
の
推
移
を
確
認
す
る
。

﹇
表
一
﹈
は
藩
の
内
高
を
薩
摩
国
・
大
隅
国
・
日
向
国
諸
県
郡
・
道
之
島
（
奄
美

諸
島
）・
琉
球
の
区
別
を
設
け
て
示
し
た
も
の
で
、﹇
表
二
﹈
は
蔵
入
地
・
給
地
、

そ
し
て
給
地
内
の
鹿
児
島
高
（
城
下
士
所
有
高
）・
所
高
（
郷
士
所
有
高
）
を
区

別
し
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

薩
摩
藩
が
石
高
制
下
に
編
入
さ
れ
た
の
は
豊
臣
秀
吉
の
支
配
下
に
入
っ
て
の
ち

と
な
る
が
、
秀
吉
政
権
か
ら
の
軍
役
に
対
応
す
べ
く
蔵
入
地
の
増
強
が
図
ら
れ
、

文
禄
三
・
四
年
に
は
検
地
が
行
わ
れ
た
。
徳
川
政
権
下
で
も
朱
印
高
は
文
禄
検
地

高
を
引
き
継
ぎ
、
こ
れ
を
修
正
す
る
領
内
総
検
地
（
内
検
）
に
お
い
て
朱
印
高
の

維
持
が
目
指
さ
れ
、
石
盛
の
操
作
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

内
検
は
四
度
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
慶
長
十
六
・
十
七
年
の
慶
長
内
検

で
は
高
一
石＝

籾
・
大
豆
一
石
五
升
と
し
、
寛
永
十
二
・
十
三
年
の
寛
永
内
検
で

は
高
一
石＝

籾
大
豆
九
斗
六
升
に
換
算
し
高
を
打
ち
出
し
た
。
後
者
に
お
い
て
実

収
は
五
分
摺
り
に
し
て
玄
米
四
斗
八
升
と
い
う
計
算
に
な
る
。
寛
永
内
検
以
降
、

表一 薩摩藩内高

合計

石

７３２，１５７
６９９，８５５
７４７，１９３

８６７，０２７
８６７，０２８
８９９，６７１

８８８，９９０

『鹿児島県史』第２巻６５頁より作成。数字は誤りも含むが、大勢に影響を与えるものではないので元のまま
とした。

琉球・道
之島合計

石

１１３，５０１
１２３，７１２
１３７，８２１
〃

１４５，９８７
〃
〃

１４６，８０５

琉球

石

８９，０８６
９０，８８３
〃
〃

９４，２３０
〃
〃

〃

道之島

石

３２，８２８
４６，９３７
〃

５１，７５６
〃
〃

５２，５７４

三州合計

石
６０８，７２６
６１９，０５５
５７６，１８９
６０９，３７８
６２０，９７１
７２１，０４０
〃

７５３，６８３

７４２，１８５

日向国
諸県郡

石

１６０，７６３
１０８，２２４
１３５，６９２
１３４，０７１
１５７，６６１
１５２，９３２
１５８，５８４

大隅国

石

２０１，３１１
１９８，９０３
２０３，４６３
２１４，５３３
２５５，０８５
２５９，３４５
２６６，５３４

薩摩国

石

２５６，９８０
２６９，０６１
２７０，２２３
２７２，３６６
３０８，２９２
３０８，７６３
３２８，５６４

文禄４
慶長内検
寛永１６
万治内検
寛文７
享保内検
天明３
文政９
弘化４
～嘉永２
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薩
摩
藩
は
こ
の
一
石＝

籾
大
豆
九
斗
六
升
を
引
き
継
い
で
行
く
が
、
こ
の
よ
う
な

操
作
に
よ
る
表
高
と
の
乖
離
に
そ
も
そ
も
財
政
窮
乏
の
一
因
が
あ
っ
た
。
寛
永
内

検
は
家
臣
団
へ
軍
役
を
設
定
す
る
「
な
ら
し
検
地
」、
そ
の
後
の
万
治
内
検
は
役

屋
基
準
の
引
下
げ
に
よ
る
百
姓
へ
の
負
担
強
化
を
目
的
と
し
た
と
さ
れ
る
が
（
１０
）、
享

保
七
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
享
保
内
検
を
も
っ
て
領
内
総
検
地
は
終

了
し
、
以
後
幕
末
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
１１
）。
こ
の
検
地
で
薩
摩
藩
の
農
村
支

配
は
い
ち
お
う
完
成
と
さ
れ
、
強
制
的
な
人
移
し
（
人
配
）
に
よ
っ
て
労
働
力
の

不
足
し
た
地
域
に
適
正
な
労
働
力
配
置
が
行
わ
れ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
﹇
表
一
﹈
三
州
合
計
高
を
見
る
と
、
寛
永
内
検
を
最
低
に
そ
の

後
漸
増
、
享
保
内
検
で
内
高
は
七
〇
万
石
超
と
い
う
状
況
を
確
認
で
き
る
。
い
っ

ぽ
う
﹇
表
二
﹈
か
ら
は
蔵
入
地
に
対
す
る
給
地
の
優
越
、
給
地
内
に
お
け
る
鹿
児

島
高
の
優
越
を
指
摘
で
き
る
。
時
期
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
が
、
給
地
高
は
全
体
の

お
よ
そ
六
割
、
そ
の
内
部
で
鹿
児
島
高
は
所
高
に
お
よ
そ
三
倍
す
る
。
近
世
中
期

以
降
、
蔵
入
高
は
お
よ
そ
三
〇
万
石
程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
籾
高
表

示
で
あ
り
、
藩
の
年
貢
米
収
入
が
脆
弱
で
あ
る
と
す
る
根
拠
の
ひ
と
つ
と
な
る
。

蔵
入
地
と
給
地
と
の
関
係
を
見
る
と
、
蔵
入
地
よ
り
の
収
納
高
は
「
御
蔵
米
ト

ハ
、
草
高
三
拾
余
石
ノ
納
額
ニ
シ
テ
、
現
米
凡
ソ
八
万
石
余
ヲ
云
フ
（
１２
）」
と
い
う
も

の
で
、
後
に
見
る
よ
う
に
収
納
米
は
十
万
石
内
外
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

藩
の
財
政
難
は
近
世
初
期
よ
り
顕
在
化
し
て
お
り
、
家
臣
団
・
寺
社
領
の
大
幅
な

上
地
は
比
較
的
早
い
段
階
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
措
置
で
は
補
い
き
れ
ず
、
膨
大
な
給
地
高
（
そ
れ
を

有
す
る
家
臣
団
）
へ
の
負
担
転
嫁
が
実
施
さ
れ
た
。
出
物
・
出
米
（
出
銀
）
と
称

す
る
も
の
が
そ
れ
で
、
近
世
初
期
よ
り
財
政
難
を
理
由
に
、
そ
の
補
填
を
名
目
と

し
て
家
臣
団
に
賦
課
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
給
地
高
一
石
に
た
い
し
て
一
定

の
割
合
で
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
、
代
銀
納
が
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
宝
永
年

表二 薩摩藩内高における蔵入高・給地高構成

【A】：【B】

３．５：１

３．５：１

４．０：１

３．３：１

２．２：１
３．０：１

２．９：１

２．６：１

上原兼善「薩摩藩における軍制改革」３１８頁第１表、および原口泉「薩摩藩軍事力の基本的性格」５７頁表１
をもとに作成。

所高【B】

８６６５４石

８８６０１石

８１２５０石

９６８３９石

９９８４４石
１１２１９７石

１１６９１２石

１２０９７４石

鹿児島高【A】

３０６５２８石

３１０４４０石

３３１５４０石

３１７４７６石

２２１８４９石
３４０１２７石

３４１６０７石

３１８５５６石

給地率

５７％

７０％

６１％

６３％

６４％

給地高

４１４６３３石
４７６２２６石
４９０００９石
４８３８７１石

５０３６７３石
５０４１５８石
５２６８３９石

５６１９１２石
５５０９６７石

５６８１６０石

５６６５９８石

蔵入高

石

１９５６７１石
１９９１７０石

３３４０００石
３４８９２１石

３８３０００石
３４００００石

３２２３９１石

内高

７３２１５７石

６９９８５５石

６９６３２１石
７４７１９３石
７５８７９２石

８６７０２７石
８７２８８６石

８６７０２８石

８９９６７１石

８８８９９０石

慶長内検
寛永９
〃
慶安元
慶安５
万治内検
寛文７
延宝４
元禄１２
享保内検
元文元
〃６
明和８
天明３
寛政７
文政９
弘化４
～嘉永２
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間
に
は
石
別
八
升
一
合
を
定
式
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
（
１３
）、
そ
の
後
も
財
政
状
況

に
よ
っ
て
変
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
出
米
に
加
え
、
さ
ら
に
財
政
状
態
に
応
じ
て

課
さ
れ
る
の
が
重
出
米
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
升
か
ら
五
升
を
基
本
と
し
、
い
ず
れ

も
臨
時
の
徴
収
を
名
目
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
賦
課
は
常
態
化
す
る
。
徴
収
も

藩
の
収
納
機
構
を
通
じ
て
直
接
・
厳
密
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
１４
）、
家
臣
団
に

と
っ
て
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
っ
た
（
１５
）。

第
二
節

年
貢
収
納
機
構

次
に
、
蔵
入
地
か
ら
の
年
貢
米
収
納
に
つ
い
て
、
収
納
機
構
に
着
目
し
詳
し
く

検
討
す
る
。

薩
摩
藩
が
外
城
制
度
と
よ
ば
れ
る
支
配
体
制
を
敷
い
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
領
内
は
百
十
数
か
所
の
郷
に
分
け
ら
れ
た
が
、
各
郷
の
蔵
入
地
か
ら
の
年

貢
の
収
納
に
あ
た
る
の
が
下
代
と
い
う
役
人
で
あ
り
（
１６
）、
収
納
先
の
蔵
は
下
代
蔵
と

呼
ば
れ
る
（
１７
）。
各
村
は
近
隣
の
下
代
蔵
を
年
貢
の
納
入
先
と
し
、
そ
の
下
代
蔵
の
名

を
冠
し
た
「
与
（
組
）」
に
組
織
さ
れ
て
い
た
（
１８
）。
こ
の
下
代
お
よ
び
下
代
蔵
、
組

に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
い
。
薩
摩
藩
の
財
政
を
基
礎
か
ら
支
え
て
い
る
こ
れ

ら
の
収
納
機
構
に
つ
い
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
頁
以
降
の
﹇
表
三
﹈
は
、
下
代
蔵
の
組
分
け
と
そ
こ
で
の
収
納
年
貢
量
に
つ

い
て
「
諸
組
免
本
給
地
高
出
来
諸
郷
蔵
々
軒
数
取
調
帳
（
１９
）」
を
も
と
に
作
成
し
た
。

ま
ず
、
本
史
料
の
記
載
の
一
例
を
示
す
。

﹇
史
料
一
﹈「
諸
組
免
本
給
地
高
出
来
諸
郷
蔵
々
軒
数
取
調
帳
」

Ａ

Ｂ

Ｃ

国
分
組

下
井

国
分
小
村
之
内

一
、
真
米
千
三
百
六
拾
九
石
六
斗
弐
合

Ｄ
��������

一
、
赤
米
三
百
八
拾
三
石
九
斗
四
升
七
合

�������
一
、
真
米
九
石
六
斗
七
升
五
合

但

模
合
三
合
米
引
付
本

一
、
五
敷
四
間
茅
葺
蔵
三
軒

Ｅ
�������

一
、
四
敷
三
間
右
同
壱
軒

右
弐
行
御
蔵
付
郷
ゟ
致
造
立
、
御
修
甫
方
ニ
付
而
茂
御
蔵
付
郷
百

姓
ゟ
年
々
御
修
甫
相
勤
申
候

御
蔵
付

Ｆ
������

国
分
之
内

川
内
村

上
井
村

下
井
村

敷
根

記
載
内
容
は
、（
Ａ
）
組
名
、（
Ｂ
）
収
納
先
の
下
代
蔵
に
よ
る
区
分
、（
Ｃ
）
下

代
蔵
の
所
在
地
、（
Ｄ
）
そ
の
下
代
蔵
の
年
貢
収
納
量
、（
Ｅ
）
蔵
の
規
模
・
営
繕

状
況
、（
Ｆ
）
所
属
す
る
（「
蔵
付
」
と
表
現
さ
れ
る
）
郷
名
・
村
名
と
な
っ
て
い

る
。
Ｃ
に
つ
い
て
は
複
数
の
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際
は
「
本
蔵
」「
中
取
蔵
」
の

区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
（
２０
）（﹇
表
三
﹈
で
は
本
蔵
を
太
字
と
し
た
）。
Ｄ
に
つ
い
て
は

真
米
・
赤
米
の
区
別
が
あ
る
こ
と
が
本
史
料
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
併

記
さ
れ
て
い
る
模
合
三
合
米
と
は
、
一
石
あ
た
り
三
合
の
割
合
で
徴
収
さ
れ
た
も

の
で
、
種
々
の
百
姓
夫
立
を
免
除
す
る
代
わ
り
に
納
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
２１
）。

（
Ｅ
）
に
つ
い
て
は
今
回
﹇
表
三
﹈
に
反
映
し
て
い
な
い
が
、
多
く
の
場
合
修
繕

は
蔵
付
郷
の
百
姓
負
担
で
、
例
外
的
に
「
囲
米
蔵
」
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
御

物
構
」、
即
ち
藩
費
に
よ
る
修
繕
と
さ
れ
て
い
た
。
最
後
に
（
Ｆ
）
で
蔵
付
の
郷
、

村
が
列
挙
さ
れ
る
が
、﹇
史
料
一
﹈
で
あ
れ
ば
国
分
郷
の
う
ち
川
内
・
上
井
・
下

井
の
三
ヶ
村
と
、
敷
根
郷
内
の
全
て
の
村
が
「
国
分
組
下
井
」
の
蔵
付
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
載
が
三
十
三
組
ぶ
ん
書
上
げ
ら
れ
、
領
内
の
百
数
十
ヶ
郷
を
す
べ

て
カ
バ
ー
し
て
い
る
（
私
領
は
除
く
）。
本
史
料
は
少
な
く
と
も
天
保
十
四
年
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表
三

下
代
蔵
組
分

【
C】

蔵
所
在
地

――
（
谷
山
）
上
福
元
村

（
穎
娃
）
拾
町
村

（
穎
娃
）
御
領
村

（
指
宿
）
拾
弐
町
村

（
山
川
）
成
川
村

（
帖
佐
）
西
餅
田
村

（
帖
佐
）
鍋
倉
村

（
加
治
木
）
木
田
村
之
洲
崎
、（
栗
野
）
北
方
村

（
国
分
）
新
孝
村

（
国
分
）
小
村

模
合
三
合
米

（
真
米
、
石
）

――
１２．７５２
――

２１．８７８
―

４．４７７

１２ ．６３６

４６ ．４２１

７．９０４

９ ．６７５

【
D
】

赤
米
（
石
）

５０２．７４３
２０４ ．１４７
５５６ ．４２２
２１ ．６１９
１３２ ．０６９
４４８ ．６６８
２０１ ．４３６

７２９．０８８

５４６ ．２９８

４６１ ．５４２

３７６．４４９

３８３ ．９４７

真
米
（
石
）

１０８７．６３４
４３５ ．０６５
６５３ ．８０６
４０３ ．８５９
６８３ ．３５４
８０８ ．０５
３７２ ．６４８

１１３１．９５３

１９７５ ．０４２

４４８４ ．５９９

１３３６．５７９

１３６９ ．６０２

【
F】

蔵
付
村

―
小
野
、
原
良
、
永
吉
、
下
田
、
吉
野

―
拾
町
、
仙
田
、
郡

牧
之
内
、
御
領
、
別
府

――
久
末
、
上
久
徳

西
餅
田
、
東
餅
田

大
山

漆
、
白
男
、
西
浦
、
北
村
、
米
丸

三
拾
町
、
鍋
倉
、
長
瀬
、
住
吉
、
寺
師
、

豊
留
、
深
水
、
木
津
志
、
上
名
、
下
名
、
辺
川

――――――――
小
田
、
小
濱
、
野
久
見
田
、
内
、
新
孝
、

住
吉
、
見
次

三
浦
牟
田

―
川
内
、
上
井
、
下
井

蔵
付
郷

鹿
児
島
諸
在

（
近
在
）

谷
山
頴
娃
頴
娃
指
宿
山
川
蒲
生
帖
佐
山
田
蒲
生

帖
佐

溝
辺
吉
田

加
久
藤

栗
野
横
川
飯
野

馬
関
田

吉
松

国
分

高
原

日
当
山

国
分
敷
根

【
A
】

組
名

鹿
児
島
組

小
野
組

谷
山
組
川
尻
石
垣渡島
川

小
烏

納
屋
町

真
幸
組

新
孝

下
井

穎
娃
組

山
川
組

蒲
生
組

国
分
組

内
場
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（
国
分
）
住
吉
村

（
国
分
）
住
吉
村

（
福
山
）
福
山
村
、（
牛
根
）
二
川
村

（
花
岡
）
木
谷
村

（
大
根
占
）
馬
場
村
・
神
之
川
村
之
内
鳥
浜

（
小
根
占
）
川
北
村

（
佐
多
）
伊
佐
敷
村
・
浜
尻
村
・
辺
塚
村

（
鹿
屋
）
高
須
村

（
鹿
屋
）
高
須
村

（
加
世
田
）
大
浦
村
・
片
浦
村
之
内
小
浦
、

（
久
志
秋
目
）
久
志
秋
目
村
、（
坊
泊
）
泊
村

１４．２４４

１６．７４４

３６．６４８

２０．２７７

７．５２１

――

１２．４５１

１１．１９７

０．８５６

３３３ ．７９８

２７６．４３７

３６８．８６７

９４８．５３９

１９５．２４１

１４７．６３６
５５ ．３１２

９１５．５４４

８３５．１６１

２９２．３５８

１５３０ ．０４１

１０８９．３７１

２２３８．７０５

１８２８．５０４

２０８５．７６３

１８２８．３９１
８８４ ．３３２

１７８９．１３１

１５８８．０９５

９１７．１１８

府
中
、
野
口
、
上
小
川
、
福
島
、
松
木
、

小
、
向
花

新
町――――――――――

中
之
内
、
五
拾
町
、
諏
訪
方
、
深
川
、

諏
訪
原
、
岩
崎
、
二
之
方

上
名
、
中
名
、
下
名

麓
、
柳
子
目
、
横
山
、
浜
田

――――
上
高
隅
麓

南
高
須
、
北
高
須

冨
山
、
前
田
、
後
田
、
野
崎
、
宮
下

下
高
隈

新
留

上
名
、
下
名

―――
大
浦
、
津
貫
、
赤
生
木
、
片
浦

国
分

国
分

曽
於
郡
踊清
水
財
部
恒
吉
福
山
勝
岡
市
成
百
引
牛
根

末
吉

鹿
屋

大
姶
良

大
根
占

田
代

小
根
占

佐
多
高
隈
姶
良
鹿
屋
高
山
高
隈
高
山
姶
良
坊
泊

久
志
秋
目

鹿
籠

加
世
田

小
村

小
村

小
廻

大
姶
良
組大
根
占

小
根
占

佐
多

高
山
聞
方

姶
良
聞
方

大
浦

福
山
組

根
占
組

高
須
組

加
世
田
組

西
目
外
場
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（
加
世
田
）
小
湊
村

（
伊
集
院
）
清
藤
村
、（
市
来
）
港
村

（
串
木
野
）
下
名
村
・
羽
島
村

（
田
布
施
）
高
橋
村

（
伊
作
）
入
来
村

（
東
郷
）
田
海
村

（
隈
之
城
）
東
手
村
之
内
向
田
・
宮
里
村

（
高
江
）
高
江
村
、（
水
引
）
五
代
村

（
高
城
）
西
方
村
・
麦
之
浦
村
、

（
水
引
）
草
道
村

（
山
崎
）
山
崎
村

（
羽
月
）
宮
人
村
之
内
下
之
木
場
、

（
隈
之
城
）
東
手
村
之
内
向
田

（
羽
月
）
宮
人
村
之
内
下
之
木
場
、

（
隈
之
城
）
東
手
村
之
内
向
田

（
宮
之
城
）
屋
地
村

―

１．２１５

―６．９３

６ ．８７２

７．４９１

１１．４１８

１０．８０７

７．４５５

２０ ．３３５

３６ ．３１２

１４．３１２

―

４６８．３０３

５４６ ．６３５

１０１２ ．３１６

７７９．３１４

３３３ ．４６２

６１５．８６１

１１３９．５６３

５５９．８７５

４５９．４０６

５７５ ．６６８

７１２ ．２２８

７２８．５８

８７８．１０９

８３５ ．２３９

７０４ ．７０２

１１１８ ．７９９

１１５３．５７９

４３７ ．６５４

１２９９．１

８０４．３９４

９３０．３８６

１１０１．２９６

８８０ ．４１８

４１８１ ．１９７

３３４６．９４３

２１２０．５２３

益
山
、
川
端
、
別
府
田
間
、
小
湊
、
宮
原
、

村
原
、
武
田
、
内
山
田
、
唐
仁
原
、
地
頭
所

―――――――――――――
市
比
野
―

五
代
、
大
小
路
、
宮
内

―
網
津
、
草
道

―
塔
之
原
、
倉
野
、
大
村
、
黒
木

――――――里―永
野

加
世
田

川
辺

山
田（
川
辺
郡
）

伊
集
院

市
来

串
木
野

阿
多

田
布
施

伊
作
東
郷
中
郷

隈
之
城

山
田（
薩
摩
郡
）

百
次
樋
脇
高
江
水
引

高
城（
高
城
郡
）

水
引
山
崎
樋
脇
大
口
山
野
羽
月

湯
之
尾

馬
越
本
城
曾
木
鶴
田
曾
木

小
松
原

清
藤

串
木
野

高
橋

入
来

東
郷

向
田

高
江

西
方

山
崎
組大
口
手

本
城
手

祁
答
院
組

伊
集
院
組

伊
作
組

隈
之
城
組

川
内
組

菱
刈
組
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（
阿
久
根
）
波
留

（
出
水
）
西
目
村

（
出
水
）
下
知
識
村

（
長
嶋
）
山
門
野
村
・
浦
底
村

（
上
甑
島
）
中
甑
村

（
内
之
浦
）
南
方
村
・
岸
良
村

（
志
布
志
）
帖
村

（
串
良
）
岩
弘
村

（
串
良
）
川
東
村

（
串
良
）
新
川
西
村

（
曽
於
郡
）
大
窪
村

（
高
岡
）
浦
之
名
村

（
高
岡
）
花
見
村

（
高
岡
）
入
野
村

（
高
岡
）
八
代
水
俣
村
・
入
野
村

（
倉
岡
）
糸
原
村
、（
穆
佐
）
下
倉
永
村

（
高
岡
）
深
年
村
・
田
尻
村

（
末
吉
）
深
川
村

「
諸
組
免
本
給
地
高
出
来
諸
郷
蔵
々
軒
数
取
調
帳
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
を
も
と
に
作
成
。

５．９９７

８．７５

２１．６

２ ．６４５
３ ．３１６
４ ．０５８

４８．６４８

９．０５６
１２ ．９０３
２１ ．４９６

４．７３６

３６．６０２

２２．８８８

１２．２７７

１４．５９２

１０．８４４

１２．８３４

１３．８６５

４１７．１０６

１１９９．５７６

９３９．９１６

２２１ ．３７
１７４ ．１４９
４００ ．９８１

１９７．５８５

６１２．７２７
６６１ ．６０５
１５１９ ．７９２

４５３．０６

２２９．７７

４７１．７７４

３１８．５８７

１７５．３７６

５２８．１９

２７６．７４８

４１４．４０５

１５２２．０１４

１４２５．７２８

４２７８．０７９

６８６ ．８０９
２０２ ．１２９
１１４４ ．９７３

６２２．８０２

６６９．５４６
５１３ ．８３７
９６２ ．０６９

１１４７．１３８

１１７４．８０５

８４０．０４９

１０１２．１３７

１１０７．４６８

１０６１．８３３

１０９２．０１４

３０６４．５７

波
留
、
山
下
、
鶴
川
、
赤
瀬
川
、
大
河
、
西
目

多
田
、
折
口

―
西
目
、
江
内

上
大
河
内
、
下
大
河
内
、
六
月
田
、
上
鯖

渕
、
下
鯖
渕
、
武
元
、
上
知
識
、
下
知
識
、

庄
、
高
尾
野

―――――
南
之
郷
、
五
拾
町

池
之
原
、
細
山
田
、
有
里
、
岩
弘

川
東
、
波
見
、
大
崎

岡
崎
、
川
西
、
新
川
西
、
上
小
原
、
下
小
原

―
広
原
、
後
川
内

―――
浦
之
名

内
山
、
花
見
、
飯
田
、
五
町
、
高
浜

南
俣
入
野
北
俣

八
代
南
俣
、
八
代
北
俣

――
向
高
、
深
年
、
田
尻

水
流
、
大
牟
田

―

阿
久
根

阿
久
根

野
田
出
水

出
水

長
嶋

上
甑
島

内
之
浦

志
布
志

松
山
末
吉
串
良
串
良
串
良
高
崎
高
原
野
尻
須
木
小
林
高
岡
高
岡綾高
岡綾高
岡
倉
岡
穆
佐
高
岡
高
原
高
城

波
留

脇
本

志
布
志
組岩
弘
柏
原

高
山
組大
久
保

浦
之
名

高
岡
組南
聞
方

八
代
聞
方

中
本

深
年

高
城
組

阿
久
根
組

出
水
組

長
嶋

上
甑
島
組

内
之
浦
組

肝
付

赤
谷
組

綾
組

深
年
組

東
目
外
場

関
外
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×

×
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×
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（
一
八
四
三
）
以
降
の
内
容
を
持
つ
と
推
測
さ
れ
（
２２
）、
藩
の
天
保
改
革
の
影
響
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
近
世
後
期
の
薩
摩
藩
に
お
け
る
蔵
入
地

か
ら
の
年
貢
収
納
の
全
容
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

組
分
に
つ
い
て
言
及
の
あ
る
『
鹿
児
島
県
史
』
に
よ
る
と
、
各
郷
を
分
か
つ
三

十
三
の
組
は
内
場
・
西
目
外
場
・
東
目
外
場
・
関
外
と
い
う
四
つ
に
区
分
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
（
２３
）。﹇
表
三
﹈
は
そ
れ
に
従
い
、
内
場
・
西
目
外
場
・
東
目
外
場
・

関
外
へ
と
分
類
し
組
分
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
﹇
図
一
﹈
は
そ
の
区
分
に
従
い
、

史
料
に
記
載
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
下
代
蔵
の
所
在
地
を
示
し
た
。
こ
れ
を
見

る
と
、
鹿
児
島
湾
沿
岸
を
内
場
、
そ
れ
以
外
郷
を
薩
摩
半
島
で
は
西
目
外
場
、
大

隅
半
島
で
は
東
目
外
場
、
日
向
諸
郷
を
関
外
と
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

高
城
組
の
み
『
県
史
』
に
記
載
が
な
い
た
め
判
別
不
能
だ
が
、
蔵
付
の
高
城
郷
・

高
原
郷
は
い
ず
れ
も
日
向
国
で
あ
る
が
大
隅
国
と
の
境
に
近
く
、
蔵
付
先
の
下
代

蔵
は
大
隅
国
末
吉
郷
内
に
所
在
し
て
い
る
。
関
外
に
区
分
さ
れ
る
赤
谷
組
大
久
保

も
類
似
し
た
蔵
付
郷
と
下
代
蔵
の
位
置
関
係
と
な
っ
て
お
り
（
組
分
け
の
上
で

は
）
高
城
組
も
関
外
に
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
大
隅
方
面

へ
年
貢
米
は
輸
送
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
県
史
』
は
組
内
の
構
成
、

つ
ま
り
ど
の
郷
が
ど
の
組
に
属
し
て
い
る
か
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
本
史

料
よ
り
判
明
す
る
郷
レ
ベ
ル
・
そ
れ
以
下
で
の
組
編
成
に
つ
い
て
、
以
下
に
詳
し

く
﹇
表
三
﹈
か
ら
確
認
す
る
。

﹇
史
料
一
﹈
お
よ
び
﹇
表
三
﹈
か
ら
ま
ず
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
多
く
の
組
で

は
組
内
で
収
納
先
の
蔵
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
区
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
郷
全
体
が
一
つ
の
同
じ
組
・
蔵
に
所
属
（
蔵
付
）
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
村

ご
と
に
異
な
る
組
へ
蔵
付
と
な
っ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
、﹇
表
三
﹈
で
は
「
所
属
村
」
の
欄
に
個
別
の
村
名
を
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
﹇
史
料
一
﹈
に
も
示
し
た
国
分
組
を
﹇
表
三
﹈
で
見
て
み
る
と
、
組
内
は

さ
ら
に
新
孝
・
下
井
・
小
村
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
国
分
郷
内
の
村
々
は

同
じ
組
内
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
下
代
蔵
を
収
納
先
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
分
組

小
村
と
そ
の
下
の
福
山
組
小
村
の
よ
う
に
、
異
な
る
組
で
あ
っ
て
も
同
一
の
蔵
の

蔵
付
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

右
の
点
に
つ
い
て
、
絵
図
史
料
か
ら
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、﹇
表
三
﹈
中
の

内
場
・
頴
娃
組
を
例
と
す
る
。「
三
州
御
治
世
要
覧
」
に
よ
る
と
薩
摩
国
頴
娃
郷

は
六
ヶ
村
（
仙
田
・
拾
町
・
御
料
・
別
府
・
牧
之
内
・
郡
）
か
ら
な
る
藩
直
轄
郷
（
２４
）

で
、
六
ヶ
村
合
計
で
高
九
〇
一
一
石
余
、
い
ず
れ
も
﹇
表
三
﹈
に
記
載
が
み
ら
れ

図一 下代蔵所在地

□：内場、〇：西目外場、△：東目外場、×：関外
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る
。
そ
し
て
﹇
表
三
﹈
に
あ
る
よ
う
に
一
郷
で
頴
娃
組
と
い
う
ひ
と
つ
の
下
代
組

を
構
成
し
て
い
る
が
、
六
ヶ
村
が
川
尻
・
石
垣
に
区
分
さ
れ
、
蔵
所
在
地
は
そ
れ

ぞ
れ
拾
町
村
・
御
領
村
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
頴
娃
郷
全
体
を
描
い
た

「
薩
州
頴
娃
郡
頴
娃
郷
麁
絵
図
（
２５
）」
よ
り
二
つ
の
下
代
蔵
と
蔵
付
村
々
の
位
置
関
係

を
確
認
す
る
と
、
絵
図
に
お
い
て
右
側
、
方
位
に
し
て
南
東
側
の
端
・
開
聞
岳
の

麓
に
「
川
尻
御
蔵
」
が
、
絵
図
の
左
側
、
方
位
に
し
て
南
西
側
の
海
岸
に
「
石
垣

御
蔵
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
拾
町
村
・
御
料
村
の
庄
屋
所
の
近
辺
に
所

在
し
て
い
る
。
そ
し
て
絵
図
右
側
（
南
東
側
）
の
村
々
は
い
ず
れ
も
﹇
表
三
﹈
で

頴
娃
組
川
尻
御
蔵
の
蔵
付
村
で
あ
り
、
左
側
（
南
西
側
）
は
﹇
表
三
﹈
で
石
垣
御

蔵
の
蔵
付
と
さ
れ
た
村
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
地
理
的
な
遠
近
に

よ
っ
て
蔵
付
先
（
あ
る
い
は
、
蔵
の
配
置
）
が
決
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
両
蔵
と
も
河
口
部
付
近
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
舟
運
に
よ
る
輸
送
・
鹿
児
島

湾
へ
の
津
出
し
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
他
郷
の
絵
図
に
お
い
て
も

確
認
で
き
（
２６
）、
下
代
蔵
の
配
置
と
組
の
構
成
の
基
本
的
な
あ
り
よ
う
と
み
な
せ
よ
う
。

第
三
節

収
納
米
に
占
め
る
赤
米

本
節
で
は
、
前
節
で
確
認
し
た
組
分
け
の
も
と
で
の
年
貢
米
収
納
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

﹇
表
四
﹈
は
、﹇
史
料
一
﹈・﹇
表
三
﹈
の
Ｄ
欄
を
内
場
・
西
目
／
東
目
外
場
・
関

外
で
そ
れ
ぞ
れ
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
収
納
高
は
合
計
九
万
八
九
一
九
石
と
な

り
、
さ
き
に
見
た
蔵
入
高
の
状
況
や
、
後
述
す
る
藩
の
単
年
度
米
収
支
と
照
ら
し

て
も
無
理
の
あ
る
数
字
で
は
な
い
。
こ
れ
が
薩
摩
藩
の
天
保
期
ご
ろ
に
お
け
る
年

貢
米
収
入
の
総
計
と
み
な
せ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
数
字
に
占
め
る
赤
米
の
比
率
で
あ
る
。
本
史
料
が
収

納
米
に
つ
い
て
真
米
・
赤
米
の
区
別
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ

れ
を
見
る
と
赤
米
の
比
率
は
お
よ
そ
二
七
％
だ

が
、
比
率
の
高
い
順
に
示
せ
ば
東
目
外
場
（
赤

米
四
七
％
）
を
筆
頭
に
、
西
目
外
場
・
内
場
・

関
外
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

赤
米
と
は
、
野
米
・
野
良
米
・
と
ぼ
し
米
な

ど
と
も
呼
ば
れ
、
下
々
田
な
ど
に
作
ら
れ
る

「
下
層
の
食
用
に
供
さ
れ
た
」
下
等
米
と
さ
れ

る
（
２７
）。
脱
粒
性
が
高
く
風
で
落
ち
や
す
い
が
、
早

稲
で
あ
る
こ
と
か
ら
台
風
襲
来
前
の
収
穫
が
可

能
で
、
味
に
は
劣
る
が
乾
田
・
湿
田
問
わ
ず
作

付
け
の
で
き
る
強
靭
な
品
種
で
あ
っ
た
（
２８
）。
こ
の

た
め
新
田
開
発
の
際
に
は
「
尖
兵
」
と
し
て
盛

ん
に
作
付
け
さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
入
る
と
市

場
で
の
価
値
の
低
さ
か
ら
「
赤
米
排
除
の
志

向
」
が
あ
ら
わ
れ
、
領
主
の
強
制
に
よ
る
促
進

も
あ
り
十
九
世
紀
に
は
ほ
ぼ
駆
逐
さ
れ
た
と
い

う
（
２９
）。
し
か
し
﹇
表
三
﹈
は
、
薩
摩
藩
で
は
近
世

後
期
に
お
い
て
も
蔵
入
米
の
三
割
弱
が
そ
の
よ

う
な
下
等
米
の
赤
米
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
。
同
藩
の
米
収
入
の
大
き
な
特
色
と
言

え
る
。

薩
摩
藩
で
も
、
真
米
の
作
付
地
に
対
す
る
赤

米
の
作
付
を
禁
じ
る
法
令
が
明
暦
年
間
に
す
で

に
出
て
お
り
（
３０
）、
藩
権
力
に
と
っ
て
赤
米
の
増
加

は
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
は
い

表四 内場・外場別収納高

赤米比率（％）
２２．５９％
３０．１３％
４６．４４％
２１．４５％
２７．２５％

「諸与免本給地高出来諸郷蔵々軒数取調帳」（東京大学史料編纂所蔵）より作成。

合計（石）
３８２４５．４８７
３９９９９．９０２
７３０５．９１７
１３３６７．９２４
９８９１９．２３

赤米（石）
８６４０．９６３
１２０５３．７９５
３３９２．６９
２８６７．９１

２６９５５．３５８

真米（石）
２９６０４．５２４
２７９４６．１０７
３９１３．２２７
１０５００．０１４
７１９６３．８７２

内場
西目外場
東目外場
関外
計
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な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
禁
令
は
赤
米
の
広
範
な
作
付
の
事
実
と
表
裏
の
関

係
で
あ
り
、
事
実
、
近
世
中
期
以
降
、
赤
米
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
容
認
す
る

方
向
で
の
規
制
が
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
る
。
元
禄
十
四
年
に
は
出
米
・
重
出
米
に

つ
い
て
半
分
を
赤
米
で
納
め
る
よ
う
定
め
て
お
り
（
３１
）、
財
政
補
填
を
目
的
と
し
た
賦

課
の
中
で
も
赤
米
の
存
在
は
む
し
ろ
広
く
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
近
世
に
お
い
て

一
般
的
に
赤
米
の
「
排
除
」
が
進
む
中
、
頻
繁
に
台
風
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
の
米

作
に
不
向
き
な
薩
摩
藩
の
地
理
的
・
風
土
要
因
が
、
こ
の
よ
う
な
赤
米
の
根
強
い

残
存
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

薩
摩
藩
に
お
け
る
赤
米
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
松
下
志
朗
氏
に
よ
る
指
摘
が
存

在
す
る
。
松
下
氏
は
、
赤
米
に
は
「
配
給
米
」
と
し
て
活
用
さ
れ
た
側
面
と
、
南

島
に
お
け
る
飯
料
米
と
し
て
側
面
が
あ
っ
た
と
し
て
注
目
す
る
（
３２
）。
前
者
に
つ
い
て

は
赤
米
が
「
水
手
に
の
み
支
給
さ
れ
る
階
級
制
」
を
有
し
て
い
た
（
３３
）と
し
、
ま
た
後

者
に
つ
い
て
は
砂
糖
専
売
制
の
強
化
に
よ
る
南
島
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
化
の
な
か
、

飯
料
米
確
保
を
目
的
と
し
て
島
内
で
作
付
が
奨
励
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
、
さ

き
に
み
た
全
年
貢
米
収
入
の
三
割
が
赤
米
と
い
う
実
態
も
踏
ま
え
、
藩
の
米
支
出

に
つ
い
て
赤
米
が
表
示
さ
れ
た
史
料
か
ら
そ
の
特
徴
を
確
認
す
る
。

﹇
表
五
﹈
は
、
物
奉
行
所
（
３４
）の
作
成
に
よ
る
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）・
享
保
十
二

つ
も
り

年
（
一
七
二
七
）
の
「
米
賦
」
を
表
化
し
た
も
の
で
、
藩
の
米
支
出
の
一
部
に

つ
い
て
、
そ
の
予
算
を
示
し
て
い
る
（
３５
）。
宝
永
六
年
に
つ
い
て
は
一
万
八
〇
〇
〇
石

余
、
享
保
十
二
年
に
つ
い
て
は
一
万
六
〇
〇
〇
石
余
の
蔵
米
に
つ
い
て
、
真
米
・

赤
米
の
区
別
を
設
け
て
「
内
場
払
」
と
「
外
城
払
」
に
宛
て
た
高
が
書
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。「
内
場
払
」
に
つ
い
て
は
先
の
﹇
表
三
﹈
よ
り
鹿
児
島
湾
沿
岸＝

「
内
場
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
本
史
料
で
は
外
城
（
諸

郷
）
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
範
囲＝

城
下
鹿
児
島
を

中
心
と
し
た
米
の
使
途
と
解
釈
さ
れ
る
。

﹇
表
五
﹈
を
見
る
と
、
両
年
と
も
五
〇
％
以
上
が
赤
米
で
支
出
さ
れ
て
お
り
、

個
別
の
項
目
で
は
船
手
お
よ
び
普
請
方
に
お
け
る
支
出
で
赤
米
比
率
が
七
〇
％
か

ら
八
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
松
下
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
動
員
さ
れ
た
水
手
・

人
足
に
対
す
る
飯
米
・
運
賃
米
給
付
に
赤
米
が
優
先
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
や
や
時
代
は
下
る
が
十
九
世
紀
初
の
赤
米
支

給
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
指
示
が
注
目
さ
れ
る
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
藩
は
真
米
不
足
を
理
由
に
諸
郷
・
屋
久
島
・
道
之

島
・
琉
球
な
ど
に
勤
役
す
る
「
奉
公
人
」
へ
の
扶
持
米
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
真

米
で
支
給
し
て
い
た
中
に
赤
米
を
用
い
る
こ
と
を
命
じ
た
（
３６
）。
真
米
・
赤
米
半
分
ず

つ
と
し
て
赤
米
の
分
を
「
一
部
半
重
」
と
す
る
措
置
で
あ
っ
た
が
、
文
化
五
年
に

こ
れ
ら
を
旧
に
復
せ
し
め
る
。
次
に
示
す
の
は
そ
の
時
の
指
示
で
あ
る
。

﹇
史
料
二
﹈「
歴
代
制
度
」
巻
之
九

一
、
諸
郷
へ
日
差
越
候
御
奉
公
人
御
扶
持
米
、
一
往
真
赤
米
半
分
ヅ
ヽ
、
赤

米
分
ハ
壱
部
半
重
ヲ
以
相
渡
候
様
申
渡
置
候
ヘ
ト
モ
、
已
前
之
通
真
米
ヲ

以
可
相
渡
候

一
、
諸
船
運
賃
米
之
儀
、
三
ヶ
一
真
米
相
渡
候
処
、
都
テ
赤
米
部
重
ヲ
以
可

相
渡
旨
申
渡
置
候
ヘ
共
、
是
又
已
前
之
通
三
ヶ
一
真
米
ヲ
以
可
相
渡
候

右
之
通
申
付
候
条
、
如
例
可
申
渡
也

文
化
五
年
辰
五
月
八
日

御
勝
手
方
印

伊
集
院
平

諸
船
運
賃
米
の
う
ち
真
米
は
三
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
残
り
三
分
の
二
は
赤
米
支

給
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
文
化
元
〜
五
年
の
間
は
す
べ
て
赤
米

で
の
支
給
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。﹇
表
五
﹈
の
船
手
・
普
請
方

に
お
け
る
赤
米
比
率
の
高
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
奉
公
人
、
水
主
へ
の
賃
飯
米
に
赤

米
が
多
く
宛
て
ら
れ
て
い
る
状
況
の
反
映
と
言
え
る
。
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表
五

宝
永
六
・
享
保
十
二
年
の
物
奉
行
所
米
賦

享
保
１２年

備
考

内
７４石

、
真
幸

籾内
２０石

、
餅
米

N
o.１４は

除
く

「
歴
代
制
度
」
巻
之
九
よ
り
作
成
。

赤
米
比
率

（
％
）０％
５０％
５０％
７６％

８８％

７８％
３０％０％０％
４７％

３９％

５３％
６７％
３７％０％０％

５９％

５４％

真
・
赤
計

（
石
）８６．５
１０４

１３．３３４
３６９．７１４

１８１３

１１５０
６４９．３

１４９
１６５ ．７２
１０１９９．５

１２４０

１４７００．０６８
１５００
１０７５７
１１０

１７７４

１６４７４．０６８

赤
米（
石
）０５２

６．６６７
２８１

１６００

９００
１９２．５００
４７４３ ．５

４８０

７７７５．６６７
１０００４０００

１０４０

８８１５ ．６６７

真
米（
石
）

８６．５５２
６．６６７
８８．７１４

２１３

２５０
４５６．８
（
１４８）
１４９

１６５．７２
５４５６

７６０

６９２４．４０１
５００６７５７
１１０

７３４

７６５８ ．４０１

宝
永
６
年

備
考

内
８０石

江
戸
行
船
下
積
用

但
、
人
足
賃
米
半
分
銭
ニ
テ
払
方

被
仰
渡
置
候
ヘ
共
、
銭
払
差
留
、

総
様
米
払
ニ
被
仰
付
候
ニ
付
、
赤

米
重
ミ
候

内
６０石

真
幸
御
前
米
、
４８石

尾
張

白
餅
ノ
間
、
３５石

酢
米
用

N
o.１４は

除
く

赤
米
比
率

（
％
）５８％
４２％

８９％

８６％０％

１００％

３６％

５８％

５１％
４７％
３８％
９６％０％０％０％
５１％

５１％

真
・
赤
計

（
石
）８１０
２８７

１４５１ ．８

２２３２

６８３

５６７

８１２２ ．３

１２４１．７

１４１５３ ．１
１２５０．５
１０８．１
１４１２
１５０
４００

５３３ ．３
３８５３．９

１８００７

赤
米（
石
）

４７０
１２０

１２９５ ．４

１９２００

５６７

２９１０

７２４

７２８２ ．４
５８５
４０．７
１３５５

１９８０．７

９２６３．１

真
米（
石
）

３４０
１６７

１５６ ．４

３１２

６８３

５２１２ ．３

５１７．７

６８７０ ．７
６６５．５
６７．４５７
１５０
４００

５３３ ．３
１８７３．２

８７４３．９

項
目

客
屋

御
厩
方

寺
社
奉
行
所

宗
門
改
方

御
船
手

御
普
請
方

御
蔵

御
舂
屋

御
台
所

御
前
米

御
菟
様
御
方
渡
方

信
証
院
様
御
方
御
渡
方

物
奉
行
所

米
蔵
有
之
故
、
物
奉
行
所

入
用
之
内
よ
り
差
引
申
候

小
計

諸
切
米

毎
月
御
扶
持
米

諸
所
祭
米

諸
所
遠
見
番
御
扶
持
米

久
見
崎
御
船
手

於
須
磨
様
御
渡
方

小
計

惣
合

N
o.

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０

内
場
払

外
城
払
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し
か
し
赤
米
支
給
の
対
象
は
、
こ
う
し
た
水
主
を
中
心
と
し
た
領
民
の
み
に
と

ど
ま
ら
な
か
っ
た
。﹇
表
五
﹈
は
、
同
じ
く
文
化
年
間
に
お
け
る
物
奉
行
所
の
収

支
帳
面
よ
り
米
収
支
に
関
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
３７
）。
真
・
赤
米
の
み
な
ら
ず
、

米
収
支
に
琉
米
（
琉
球
米
）
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
真

米
と
赤
米
と
の
関
係
を
見
る
と
、
全
体
で
一
万
八
〇
〇
〇
石
余
り
に
上
る
支
出
の

う
ち
三
四
％
が
赤
米
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
支
出
の
ほ
と
ん
ど
は
扶
持
米
・
役
料

米
関
係
と
家
臣
団
へ
の
支
給
に
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
赤
米
比
率
は
四
〇

％
に
近
い
。
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
薩
摩
藩
の
全
米
支
出
の
う
ち
扶
持
米
・

役
料
米
関
係
は
総
額
四
万
石
を
超
え
る
の
で
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
そ
の
四

〇
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
と
推
察
さ
れ
る
が
、
近
世
後
期
、
家
臣
団
へ
の
扶
持
米
・

役
料
米
に
一
定
の
比
率
で
赤
米
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
本
表
は
示
し
て
い
る
。

年
貢
米
収
納
高
の
お
よ
そ
三
割
を
も
占
め
る
赤
米
を
処
理
す
る
た
め
、
対
象
と
し

て
水
主
や
南
西
諸
島
の
住
民
の
み
な
ら
ず
、
広
く
家
臣
団
ま
で
も
組
み
込
ま
れ
て

お
り
（
３８
）、
品
質
に
劣
る
米
を
な
る
べ
く
領
内
消
費
で
効
率
的
に
処
理
す
る
志
向
が
藩

に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
宝
暦
年
間
に
琉
球
王
府
に
対
し
「
琉
米
之
内
麁
米
者
於
大
坂
御

払
直
段
引
下
り
及
御
不
勝
手
候
間
、
可
成
程
者
大
島
卸
米
又
者
運
賃
米
相
渡
候
様
、

琉
球
へ
可
申
越
旨
被
仰
渡
候
付
」
と
申
し
つ
け
吟
味
を
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
う
か
が
わ
れ
る
（
３９
）。
こ
れ
は
琉
米
に
関
し
品
質
に
劣
る
「
麁
米
」
は
奄
美
大
島
へ

供
給
す
る
か
、
あ
る
い
は
水
主
を
対
象
と
し
た
船
運
賃
米
に
な
る
べ
く
宛
て
る
よ

う
命
じ
た
も
の
で
、
米
の
品
質
に
よ
る
大
坂
値
段
の
高
下
を
藩
が
明
ら
か
に
意
識

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
た
意
識
の
も
と
で
は
、
品
質
に
劣
る
赤
米
は
な

る
べ
く
領
内
消
費
に
振
り
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
膨
大

な
家
臣
団
で
あ
り
、
特
産
品
生
産
の
強
制
と
表
裏
の
形
で
飯
米
給
付
の
必
要
が
生

じ
た
南
西
諸
島
の
住
民
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
海
運
に
従
事
す
る
水
主
た
ち
で
あ
っ

表六 文化年間の物奉行所米支出

赤米比率（％）

０％

３９％

２７％

４０％

２３％

１０％

４３％

０％

０％

０％

３４％

０％

０％

１００％

０．３４４

「歴代制度」巻之九より作成。「赤米比率」は真・赤合計に対するもので、琉米は含まれていない。

真・赤合計
（石）

２５０．５１８

１２４６０

１２６８

１５０

２５７０

１１１

４７０

２０６

２１

９

８９

２７

２５２

２３

１７９０６．５１８

琉米（石）

３１５４

１９９

２１

２２

６

３５

４

３４４１

赤米（石）

０．５１８

４８９０

３４８

６０

５９０

１１

２００

３０

２３

６１５２．５１８

真米（石）

２５０

７５７０

９２０

９０

１９８０

１００

２７０

２０６

２１

９

５９

２７

２５２

１１７５４

項目

諸職人賃払

御役料米・役料米・御切米

年中扶持米

御小姓其外御心付銀並御扶持米

助役々料米・御扶持米・御切米

御仏餉払

島渡海ノ人御扶持米

万払

樟脳仕込払

利銀払

造士館払

頭屋方

御厩払

御薬園払

合計
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

近
世
後
期
に
お
け
る
米
収
支
と
そ
の
特
質

第
一
節

諸
島
と
「
続
米
」

本
章
で
は
近
世
後
期
薩
摩
藩
の
年
貢
米
収
支
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
同
藩
の
天

保
改
革
を
踏
ま
え
な
が
ら
主
に
諸
島
「
続
米
」
と
「
大
坂
仕
登
米
」
に
注
目
し
て

考
察
す
る
。
後
者
は
い
わ
ゆ
る
大
坂
へ
の
廻
米
を
示
す
史
料
上
の
表
記
だ
が
、
前

者
に
つ
い
て
は
薩
摩
藩
政
を
大
き
く
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
本
章
お
よ
び
次

章
で
は
特
に
取
り
上
げ
た
い
。

「
続
」
あ
る
い
は
「
続
米
」
と
は
、
特
定
の
地
域
・
機
関
の
成
立
や
運
営
の
維

持
、
お
よ
び
そ
の
目
的
で
供
給
さ
れ
る
金
銭
・
米
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、

「
二
ノ
丸
続
」「
表
方
続
」「
江
戸
御
続
」
あ
る
い
は
「
金
山
江
御
続
」
と
い
っ
た

よ
う
な
か
た
ち
で
し
ば
し
ば
薩
摩
藩
の
史
料
に
現
れ
る
。「
続
米
」
に
つ
い
て
、

そ
の
用
途
は
扶
持
米
や
諸
産
物
の
代
米
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
堂
島
市
場
で

の
売
却
を
前
提
と
す
る
大
坂
廻
米
を
「
大
坂
続
」「
大
坂
続
米
」
と
表
記
し
た
例

は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
仕
登
米
」
と
し
て
厳
密
に
区

別
さ
れ
て
い
る
。

「
続
米
」
の
う
ち
特
に
重
要
な
の
が
南
西
諸
島
に
対
す
る
「
続
米
」
で
あ
る

（
諸
島
「
続
米
」）。
こ
れ
は
同
地
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
特
産
品
生
産
（
屋
久
島
の

平
木
、
奄
美
諸
島
の
砂
糖
）
の
強
制
と
不
可
分
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
先
行
研

究
の
指
摘
す
る
薩
摩
藩
の
財
政
構
造
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
４０
）。

次
に
分
析
の
前
提
と
し
て
、
薩
摩
藩
の
天
保
改
革
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お

く
。

薩
摩
藩
の
天
保
改
革
は
、
隠
居
島
津
重
豪
・
藩
主
島
津
斉
興
の
信
任
の
も
と
、

調
所
広
郷
（
笑
左
衛
門
）
を
改
革
主
任
と
し
て
文
政
十
年
十
一
月
か
ら
開
始
さ
れ

た
。
改
革
の
三
目
標
と
し
て
�
金
五
〇
万
両
の
備
蓄
、
�
こ
れ
と
は
別
途
に
御
手

当
金
・
非
常
手
当
金
の
備
蓄
、
�
五
〇
〇
万
両
に
及
ん
だ
江
戸
・
大
坂
・
国
許
の

古
借
証
文
の
取
返
し
が
調
所
に
指
示
さ
れ
（
４１
）、
砂
糖
専
売
制
の
強
化
や
藩
債
整
理
の

強
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
調
所
が
江
戸
で
死
去
す
る
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
ま
で
、

農
政
・
軍
制
ほ
か
多
方
面
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
（
４２
）。

こ
の
う
ち
、
本
稿
に
も
っ
と
も
深
く
関
係
す
る
の
が
三
島
（
奄
美
大
島
・
徳
之

島
・
喜
界
島
）
に
お
け
る
砂
糖
惣
買
入
の
実
施
と
、
囲
米
で
あ
る
。
囲
米
に
つ
い

て
は
後
述
と
し
、
こ
こ
で
は
三
島
砂
糖
惣
買
入
に
つ
い
て
、
松
下
志
朗
氏
の
分
析

を
も
と
に
ま
と
め
て
お
く
。

松
下
氏
に
よ
る
と
、
薩
摩
藩
に
よ
る
三
島
砂
糖
の
統
制
は
お
お
む
ね
四
期
（
第

一
次
定
式
買
入
制
―
第
一
次
惣
買
入
制
―
第
二
次
定
式
買
入
制
―
第
二
次
惣
買
入

制
）
に
区
分
さ
れ
る
。
転
換
点
は
第
一
次
定
式
買
入
制
（
元
禄
八
〜
安
永
六
）
下

で
年
貢
米
の
換
糖
上
納
が
実
施
さ
れ
た
延
享
期
と
さ
れ
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
藩

は
必
ず
し
も
稲
作
優
先
主
義
を
放
棄
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
延
享
二
年
以
後
本

格
的
に
砂
糖
の
収
奪
を
強
め
て
い
く
と
い
う
。

そ
の
後
、
定
式
糖
・
買
重
糖
（
追
加
分
）
の
定
額
を
買
い
上
げ
る
定
式
買
入
制

と
、
砂
糖
す
べ
て
に
専
売
制
を
敷
く
総
買
入
制
が
交
互
に
実
施
さ
れ
る
。
安
永

六
・
七
年
の
短
期
間
で
終
了
し
た
第
一
次
惣
買
入
制
を
挟
み
、
天
明
七
年
か
ら
文

政
元
年
ま
で
行
わ
れ
た
第
二
次
定
式
買
入
制
下
で
は
、
買
重
糖
の
額
が
順
次
増
加

さ
れ
収
奪
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
よ
り
「
改
革
の
大
本
」
と
し
て
始
ま
っ
た
惣

買
入
制
は
第
二
次
砂
糖
惣
買
入
制
と
呼
ば
れ
、
新
た
に
三
島
方
と
い
う
役
座
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
収
奪
が
本
格
化
す
る
。
島
民
は
強
制
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
黍
地
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で
砂
糖
生
産
を
強
い
ら
れ
、
定
額
の
買
上
高
で
あ
る
定
式
糖
、
お
よ
び
追
加
分
の

買
重
糖
の
ほ
か
、
余
剰
分
に
あ
た
る
余
計
糖
に
至
る
ま
で
す
べ
て
藩
が
買
上
げ
、

私
の
売
買
は
一
切
禁
止
さ
れ
た
。
余
計
糖
の
買
上
に
際
し
て
も
、
島
民
は
非
常
に

不
利
な
交
換
比
率
で
必
要
物
資
と
現
物
交
換
す
る
か
、
あ
る
い
は
島
内
で
の
み
通

用
す
る
「
羽
書
」
に
換
え
る
ほ
か
な
く
、
こ
れ
以
前
の
古
未
進
米
や
債
務
も
棄
捐

さ
れ
貨
幣
の
流
通
は
停
止
さ
せ
ら
れ
た
。
水
田
の
黍
地
へ
の
強
制
的
な
転
換
、
稲

作
の
禁
止
ま
で
も
が
令
達
さ
れ
、
こ
の
期
間
に
三
島
は
完
全
に
砂
糖
の
モ
ノ
カ
ル

チ
ャ
ー
に
緊
縛
さ
れ
た
社
会
構
造
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（
４３
）。

右
の
過
程
で
、
本
稿
で
特
に
住
民
の
再
生
産
に
必
要
な
諸
物
資
の
多
く
が
藩
か

ら
の
供
給
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
構
造
と
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
類
似

の
構
造
は
、
良
質
な
屋
根
材
で
あ
る
平
木
の
生
産
が
強
制
さ
れ
た
屋
久
島
に
お
い

て
も
享
保
期
ご
ろ
す
で
に
確
立
し
て
お
り
、
や
は
り
島
民
の
再
生
産
に
必
要
な
諸

物
資
、
特
に
米
に
つ
い
て
は
「
屋
久
島
（
御
）
続
」
と
し
て
藩
に
よ
る
島
外
か
ら

の
供
給
に
あ
る
程
度
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
年
貢
米
収
入
に
量
・
質
と
も
限
界
を
持
つ
藩
が
、
活
路
を
求
め

南
西
諸
島
に
対
す
る
特
産
品
の
生
産
を
強
制
し
収
奪
を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
、

そ
の
維
持
の
た
め
「
御
続
」
諸
品
（
特
に
島
民
の
飯
米
）
の
供
給
も
恒
常
的
に
行

う
必
要
が
生
じ
、
必
然
的
に
藩
の
支
出
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
が
大
坂
へ
の
廻
米
や
城
下
・
諸
郷
の
家
臣
団
お
よ
び
領
民
へ
の

給
付
と
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
次
節
以
下
で

検
討
を
加
え
る
。

第
二
節

弘
化
・
嘉
永
期
の
米
収
支

マ
マ

次
頁
以
降
に
示
す
﹇
表
七
﹈﹇
表
八
﹈
は
、「
諸
組
御
蔵
入
免
本
米
并
験
地
高
出

マ
マ来

等
総
」（「
諸
組
御
蔵
入
免
本
米
并
給
地
高
出
米
総
」
の
誤
り
か
（
４４
））

を
も
と
に
作

成
し
た
。
本
史
料
は
弘
化
四
年
〜
嘉
永
二
年
（
一
八
四
七
〜
一
八
四
九
）
ま
で
の

三
ヶ
年
分
に
つ
い
て
、「
諸
組
」、
す
な
わ
ち
前
節
に
見
た
下
代
組
を
通
じ
て
収
納

さ
れ
た
米
・
大
豆
・
菜
種
子
の
収
支
を
記
し
た
史
料
（
の
大
正
期
の
謄
写
本
）
と

な
る
。
蔵
入
地
か
ら
の
年
貢
の
み
な
ら
ず
給
地
高
に
賦
課
さ
れ
た
出
米
に
つ
い
て

も
記
載
し
て
お
り
、
対
象
と
す
る
三
ヶ
年
に
お
け
る
国
許
の
米
収
入
全
体
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
収
納
の
対
象
と
な
っ
た
蔵
入
高
・
給
地
高
に
つ
い
て
は
対

応
す
る
別
の
史
料
が
存
在
し
（
４５
）、
本
史
料
に
記
載
さ
れ
た
数
字
は
蔵
入
地
二
六
万
七

三
一
四
石
余
、
給
地
高
四
七
万
一
三
六
八
石
余
、
道
之
島
な
ど
諸
島
高
合
計
五
万

五
〇
七
二
石
余
、
琉
球
高
を
除
け
ば
合
計
七
九
万
四
七
五
四
石
余
を
対
象
と
し
た

も
の
で
あ
る
（
諸
組
御
蔵
入
＋
諸
島
高
を
合
わ
せ
て
蔵
入
高
は
計
三
二
万
二
三
八

六
石
余
）。

本
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
上
原
兼
善
氏
に
よ
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
（
４６
）。

同
氏
は
本
史
料
よ
り
「
米
年
貢
の
大
部
分
が
藩
内
消
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の

商
品
化
は
微
量
に
過
ぎ
な
い
事
実
」
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
貨
幣
収
入

や
大
坂
表
に
お
け
る
収
支
に
も
触
れ
た
う
え
で
、
幕
末
薩
摩
藩
の
財
政
は
南
島
特

産
物
依
存
型
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
評
価
し
た
。
以
下
、
上
原
氏
の
評
価

も
含
め
、
関
連
史
料
を
用
い
な
が
ら
再
検
討
を
行
い
た
い
。
な
お
行
論
の
都
合
上
、

上
原
論
文
に
掲
出
さ
れ
た
内
容
と
の
重
複
も
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
る
ま
と
め
を
加

え
改
め
て
提
示
し
た
い
。

ま
ず
﹇
表
七
﹈
よ
り
収
入
を
確
認
す
る
。「
蔵
入
免
本
米
（
大
豆
）」・
出
米
・

重
出
米
、
加
え
て
模
合
三
合
米
、
諸
「
引
付
を
以
上
納
」
米
・
同
菜
種
子
、「
大

山
野
見
掛
上
納
（
４７
）」
が
計
上
さ
れ
、
三
ヶ
年
分
を
合
計
し
た
の
ち
「
三
ツ
割
」
が
計

上
さ
れ
る
。
つ
ま
り
年
平
均
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
作
成
意
図
が
う
か
が
わ
れ
、

こ
の
点
は
後
に
み
る
支
出
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
米
は
年
平
均
十
三
万
石
余

を
得
て
い
る
が
、
免
本
米
、
つ
ま
り
本
来
の
年
貢
米
収
入
は
八
万
五
千
〜
七
千
石
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余
に
と
ど
ま
る
。
対
し
て
財
政
補
填
の
た
め
給
地
高
に
賦
課
さ
れ
た
出
米
・
重
出

米
が
四
万
五
千
石
ほ
ど
で
米
合
計
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
お
り
、
家
臣
団
に

よ
る
負
担
分
を
大
き
く
組
み
込
ん
だ
数
字
と
言
え
る
。
大
豆
に
つ
い
て
は
年
千
百

石
程
度
と
あ
ま
り
大
き
く
は
な
い
が
、
菜
種
子
が
各
年
と
も
六
千
石
ほ
ど
収
納
が

あ
り
、
主
穀
類
と
と
も
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
は
、
藩
が
従
来
力
を
入

れ
て
き
た
特
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
４８
）。

次
に
、﹇
表
八
﹈
よ
り
支
出
を
見
て
み
よ
う
。
行
論
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
米

の
み
に
限
定
し
て
表
を
作
成
し
て
い
る
。
加
え
て
、
使
用
先
な
ど
か
ら
大
ま
か
に

支
出
項
目
を
〔
い
〕
御
前
籾
、〔
ろ
〕
江
戸
・
京
・
大
坂
、〔
は
〕
国
許
、〔
に
〕

諸
島
、〔
ほ
〕
諸
鉱
山
・
久
見
崎
（
４９
）、〔
へ
〕
そ
の
他
に
分
類
し
た
。
表
中
数
字
欄
の

〔

〕
内
は
史
料
上
籾
表
示
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
本
史
料
で
は
三
ヶ
年

に
つ
い
て
各
年
の
数
値
を
挙
げ
て
い
る
場
合
と
、
い
ず
れ
の
年
か
不
明
な
数
値
を

ひ
と
つ
だ
け
挙
げ
て
い
る
場
合
の
二
つ
の
記
載
が
存
在
す
る
。
史
料
作
成
の
際
、

三
ヶ
年
平
均
、
あ
る
い
は
概
算
な
ど
と
い
う
形
で
し
か
知
り
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
№
８
�
の
よ
う
に
「
見
賦
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
箇
所
も
あ
る
の
で
、
過
去
の
数
字
を
参
照
し
つ
つ
、
見
積
も
り
を
記
し
た

も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
�
、
�
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
項
目
内
に
さ
ら
に

記
載
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
項
目
の
内
訳
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は

個
々
の
分
析
で
触
れ
る
。

支
出
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
№
６
「
役
料
米
并
諸
座
書
役
等
扶
持
米
払
」
四
万

石
内
外
で
、
こ
れ
は
前
年
収
納
米
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
№
７
は
同
じ

名
目
の
支
出
だ
が
本
年
収
納
の
新
米
よ
り
支
出
さ
れ
た
も
の
で
（
四
〇
〇
〇
〜
一

万
石
内
外
）、
両
者
を
合
わ
せ
て
「
役
料
米
并
諸
座
書
役
等
扶
持
米
」
の
総
額
と

な
る
。
こ
れ
は
諸
郷
か
ら
御
当
地
（
鹿
児
島
）
へ
と
集
積
さ
れ
、
役
料
米
・
扶
持

米
と
し
て
支
払
わ
れ
た
家
臣
団
へ
の
給
付
で
あ
り
、
そ
の
幾
分
か
が
赤
米
で
あ
っ

表七 弘化四～嘉永二年の米収入

備考

「御当地并諸郷給地高ニ相掛出
米并重出米」カ

本文引付を以上納菜種子之儀未
申両年者無御座候

菜種子

１万８５００石８斗６升３合

６１６０石９斗５升４合

「諸組御蔵入免本米并地高出等総」（東京大学史料編纂所蔵）より作成。

大豆

３４２２石８斗５升６合

１１４０石９斗５升２合

嘉永２

８７，５２３．８５５

１，１４５．８０８

６，０９６．６０４

４４，２５１．１１６

２３４．９７８

２９８．５４６

２０．１９７

３４．１１２

石

嘉永元

８５，１７３．４７４

１，１２１．０４４

６，１４８．９０９

４４，３２１．９３５

１，２４３．１０８

３４７．４４０

３４．８６７

米

３９万５７７０石６升９合

１３万１９２３石３斗５升６合

弘化４

８５，６４３．９６７

１，１５６．００４

６，１３１．５７４

４５，２１２．１７７

１，２１８．０３２

３０２．４４１

３４．６００

種類

米

大豆

菜種子

米

米

米

菜種子

菜種子

合計

三ヶ年分

三ツ割ニ〆壱ヶ年分

項目

諸與御蔵入免本米

御当地并諸郷験地高ニ相
掛出来并重出来

模合三合米

諸座引付を以上納米

引付を以上納

大山野見掛上納
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表
八

弘
化
四
～
嘉
永
二
年
の
米
支
出

備
考

「
右
御
前
籾
之
儀
者
年
々
御
定
石
ニ
御
座
候
」

「
尤
御
船
を
以
御
仕
登
相
成
候
得
共
石
数
相
減
申

候
」

新
米

「
尤
代
銀
先
納
之
上
御
払
相
成
申
候
」

嘉
永
２

５４００．１６＋〔
４０〕４００２６．５０９

５７５１．９６

１０７０ ．３２？

１１２４５．９１４

９６８０ ．２３４

米
（
石
）

嘉
永
元

〔
３２２〕

〔
２２０〕

〔
７０〕

〔
３０〕

１１８６６．４

９５０ ．４

３７１９６．８３４

８２４３．７７

１０５ ．２８

９１６１ ．００８

１６５０１ ．０６

２８６７．５３１

１５０９．４８

２５０ ．２４

９０６０

３２６３

２３２０．２１３

１１２３２ ．２

６８６７

弘
化
４

４０５８４．１６７

２０１４．７２

１７００ ．１６

３００ ．１６

４８３０ ．１９１

１０６０１ ．５８２

項
目

御
前
籾江
戸
御
用

御
国
許
御
台
所
蔵

御
仕
登
籾

江
戸
御
続
米
年
々
定
石
ニ
御
座
候
、
尤
詰
人
数
御
賄
米
等
御
払
用

大
坂
仕
登
米
年
々
御
定
石
ニ
御
座
候
、
尤
大
坂
ニ
而
都
而
入
札
御
払
相
成
候

近
衛
様
御
合
力
米
并
京
大
坂
詰
諸
人
御
扶
持
米
用

近
衛
様
江
被
進
用

江
戸
大
坂
江
御
仕
登
米
ニ
相
掛
候
運
賃
米
本
行
通
相
及
申
候

諸
郷
蔵
午
／
未
／
申
秋
取
納
米
之
内
ゟ
御
当
地
蔵
江
津
廻
等
相
成
御
役
料
米
并
諸
座
書
役
等

御
扶
持
米
払
用

御
内
用
上
リ

大
島
続

入
札
払

未
／
申
／
酉
秋
取
納
米
之
内
ゟ
未
／
申
／
秋
年
中
御
払
米
相
成
候

諸
郷
御
蔵
々
御
囲
米

内
場
御
蔵
之
御
囲
米
年
々
新
米
囲
替
之
上
御
当
地
蔵
々
江
津
廻
ニ
相
成
諸
人
御
扶
持

米
御
払
用

伊
集
院
与
清
藤
并
串
木
野
両
御
蔵
御
囲
米
前
條
同
断

日
州
表
御
囲
米
之
内
京
大
坂
諸
人
御
扶
持
米
古
米
を
以
御
仕
登
相
成
候

三
島
御
続
米
五
ヵ
年
並
壱
万
五
千
石
余
之
内
六
部
通
リ
古
米
を
以
御
下
方
相
成
見
賦

差
引

諸
郷
御
蔵
々
外
場
方
限
江
残
米
ニ
相
成
算
当
ニ
御
座
候
間
帳
末
余
末
之
内
江

相
加
ヘ
置
申
候

御
当
地
蔵
江
御
囲
米
年
々
御
定
石
ニ
而
新
米
囲
替
之
上
諸
人
御
扶
持
米
御
払
用

諸
郷
御
蔵
々
ゟ
年
中
万
小
払
米
右
之
通
相
及
申
候

年
々
定
石
数
ニ
而
申
請
被
仰
付
置
候

�������＋����差引

N
o１２３４５６７８９１０１１

〔
い
〕
御
前
籾

〔
ろ
〕

江
戸
・
京
・
大
坂

〔
は
〕
国
許

（
御
当
地
・
諸
郷
）
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「
尤
右
通
米
之
儀
茂
年
々
石
数
不
同
ニ
御
座
候
」

「
尤
依
豊
凶
砂
糖
出
来
高
多
少
御
座
候
付
運
賃
米

之
儀
茂
年
々
不
同
ニ
御
座
候
」

「
尤
石
数
格
別
増
減
無
御
座
候
」

備
考

「
右
壱
行
御
米
賦
付
之
外
ニ
壱
ヶ
年
分
余
米
相
成

賦
御
座
候
」

「
諸
組
御
蔵
入
免
本
米
并
験
地
高
出
来
等
総
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
よ
り
作
成
。

１８０６．１５８

２８６４．４９９

１８３４ ．９２

５２０６．３７８

６４１２．５８７

８５７２．３６１

１００４ ．１６

６４５．１８５

１８９４ ．６９４

１３８８．８７３

１０６５．５５６

米（
石
）

３８２３７８．２７２

１２７４５９．４２４

１３３９１．７９７

４４６３ 程

３２６３程

３０３８．６５７

１６５．０８４

１９４６ ．４

５０６３．５７９

７７２２．８９４

６２０７．０３２

３０００

９５８

６５１．１４７

１２９４ ．３０３

１４７０．４０５

８４０．９６９

５０００

１５３０

５０００

１５３０

１４２５６ 程

２３９６．１０７

９５．７３１

２７５０ ．１

５６８６．９１１

５３４８．７３５

８７５５．６５４

９５８

６８７．４９１

１１８４ ．７７７

１１６２．４８３

７４６．４６４

諸
郷
々
出
来
櫨
実
取
納
之
上
伐
米
被
成
下
御
蔵
入
免
本
米
上
納
之
方
ニ
差
引
被
仰
付
候

験
（
給
）
地
高
総
ニ
付
出
米
上
納
廻
諸
郷
御
蔵
々
ゟ
御
払
相
成
候
石
数

外
ニ

当
所
出
物
蔵
ゟ
御
払
相
成
候

山
川
ゟ
砂
糖
御
仕
登
積
船
運
賃
米
右
之
通
相
及
申
候

三
島
砂
糖
御
買
入
代
米
御
続
米

諸
郷
御
蔵
々
御
囲
米
之
内
新
米
詰
替
之
上
島
続
米
相
成
候

三
島
砂
糖
惣
御
買
入
ニ
付
為
本
手
用
年
々
右
石
数
ツ
ヽ
被
振
向
置
御
払
相
成
申
候

屋
久
島
四
ヶ
所
蔵
江
御
続
ニ
相
成
諸
役
并
島
々
御
扶
持
米
平
木
代
米
等
御
払
用

鹿
籠
金
山
蔵
江
御
続
ニ
相
成
山
中
役
々
御
扶
持
米
御
買
金
代
米
等
御
払
用

久
見
崎
船
蔵
江
御
続
米
ニ
相
成
諸
船
頭
水
手
御
切
米
等
御
払
用

山
ヶ
野
金
山
蔵
江
御
続
ニ
相
成
山
中
役
々
御
扶
持
米
御
買
入
金
代
米
等
御
払
用

谷
山
錫
山
蔵
江
御
続
ニ
相
成
山
中
役
々
御
扶
持
米
御
買
入
錫
代
米
等
御
払
用

大
坂
御
仕
登
米
之
内
本
行
石
数
年
々
被
引
残
置
追
而
何
そ
之
御
用
米
ニ
御
払
用

江
戸
御
続
米
之
内
年
々
本
行
石
数
被
引
残
置
前
條
同
断
追
而
何
そ
之
御
用
米
払
用

※
〔

〕
内
＝
籾

項
目

三
ヶ
年
分
合
米

（
一
ヶ
年
平
均
）

差
引

三
ツ
割
ニ
〆

諸
郷
御
蔵
々
御
囲
米
之
内
諸
御
払
残
リ
余
米
ニ
相
成
算
当
ニ
御
座
候

前
條
ニ
者
払
秡
（
マ
マ
）
相
成
居
申
候
得
共
現
米
御
払
不
相
成
御
囲
米
ニ
御
座
候
間
余
米
之

内
江
相
込
差
上
申
候

大
坂
御
仕
登
米
引
残

江
戸
御
仕
登
米
引
残

四
口
合

余
米

＋＋

１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５

〔
に
〕
諸
島

（
三
島
・
屋
久
島
）

〔
ほ
〕

諸
鉱
山
・
久
見
崎

〔
へ
〕
そ
の
他
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た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
な
お
、
本
史
料
か
ら
十
四
年
後
に
あ
た
る
文
久
三
年

の
改
革
上
申
案
で
「
十
年
以
前
迄
は
御
扶
持
米
払
四
万
石
位
ニ
而
済
来
候
由
ニ
御

座
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
５０
）、
役
料
米
や
扶
持
米
と
い
っ
た
家
臣
団

へ
の
給
付
を
総
額
四
万
石
程
度
と
す
る
の
は
近
世
後
期
の
薩
摩
藩
財
政
に
お
い
て

一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
数
字
が
大
き
い
の
は
№
８
「
諸
郷
御
蔵
々
御
囲
米
」
で
、
一
万
六
五
〇
一

石
余
に
も
及
ぶ
。
№
９
の
御
当
地
（
鹿
児
島
）
に
お
け
る
囲
米
と
合
わ
せ
る
と
一

万
八
八
二
一
石
に
も
及
び
、
備
荒
貯
蓄
へ
の
注
力
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の

囲
米
は
詰
め
替
え
に
よ
り
発
生
し
た
古
米
の
運
用
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
り
、
極

め
て
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
が
、
詳
述
は
次
節
で
述
べ
た
い
。

こ
の
ほ
か
、
№
１１
「
年
々
定
石
ニ
而
申
請
被
仰
付
置
候
」
六
八
六
七
石
が
注
目

さ
れ
る
。「
申
請
」
は
払
い
下
げ
の
意
で
あ
る
が
（
５１
）、
備
考
欄
に
も
あ
る
通
り
、
こ

こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
代
銀
先
納
の
う
え
で
の
払
い
下
げ
で
あ
る
。
本
史
料
と

同
じ
三
ヶ
年
に
つ
い
て
貨
幣
収
入
を
示
す
史
料
が
存
在
す
る
の
で
参
照
す
る
と
、

申
請
米
代
金
は
平
均
一
万
三
八
〇
七
両
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
５２
）。

払
い
下
げ
先
は
お
そ
ら
く
城
下
の
米
問
屋
と
思
わ
れ
（
５３
）、
多
く
が
領
民
の
飯
米
と
し

て
消
費
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、〔
ろ
〕
№
３
大
坂
仕
登
米
は
一
万
一
八
六
六
石
が
「
定
石
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
文
政
―
天
保
期
の
水
準
と
照
ら
し
て
み
て
も
大

き
く
逸
脱
す
る
数
字
で
は
な
い
。
表
高
七
〇
万
石
余
の
薩
摩
藩
が
大
坂
の
米
市
場

へ
送
り
込
む
蔵
米
は
、
二
万
石
弱
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
諸
島
」
欄

に
振
り
分
け
た
№
１６
か
ら
№
１９
ま
で
の
三
島
（
大
島
・
徳
之
島
・
喜
界
島
）・
屋

久
島
に
か
け
る
「
続
米
」
支
出
の
大
き
さ
は
注
目
さ
れ
、
年
平
均
の
合
計
は
約
一

万
八
三
一
三
石
に
も
及
ぶ
。
藩
は
多
額
の
米
を
費
や
し
て
こ
れ
ら
の
諸
島
経
営
に

あ
た
っ
て
い
た
。
南
西
諸
島
の
特
産
物
に
依
存
す
る
財
政
構
造
が
、
こ
の
よ
う
に

特
徴
的
な
米
支
出
を
形
作
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

調
所
広
郷
の
改
革
と
年
貢
米
運
用
の
変
化

第
一
節

囲
米
と
古
米
の
処
理

本
章
で
も
引
き
続
き
﹇
表
八
﹈
の
年
貢
米
支
出
を
素
材
と
し
て
、
特
に
〔
は
〕

国
許
と
〔
に
〕
諸
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
章
で
詳
述
を
避
け
た
囲
米
と
の
関

わ
り
か
ら
見
て
い
く
。

ま
ず
、
薩
摩
藩
の
囲
米
政
策
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
薩
摩
藩
に
お
け
る
囲
米

は
幕
府
の
指
示
等
に
基
づ
き
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
弘
化
元
年
（
一
八
四

四
）
ま
で
に
蔵
入
・
給
地
に
高
割
で
計
三
万
六
四
七
八
石
の
囲
籾
を
整
え
た
と
さ

れ
る
（
５４
）。
し
か
し
、
天
保
改
革
で
は
こ
れ
ら
と
並
行
し
て
新
た
な
囲
米
政
策
が
進
展

し
た
。
改
革
以
前
に
は
異
国
方
御
囲
米
と
称
し
都
合
一
〇
九
二
石
余
が
存
在
し
て

い
た
が
（
５５
）、
こ
れ
に
加
え
て
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
よ
り
「
御
手
許
御
内
用
方
御

囲
米
」
の
貯
蓄
と
年
々
の
詰
め
替
え
が
開
始
さ
れ
、
天
保
十
一
年
ま
で
に
囲
高
は

一
万
六
五
〇
〇
石
に
の
ぼ
っ
た
（
５６
）。
こ
の
囲
米
は
さ
ら
に
近
年
中
に
三
万
石
、
ゆ
く

ゆ
く
は
五
万
石
と
す
る
計
画
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、﹇
表
八
﹈
か
ら
見
た
よ
う
に
、

嘉
永
二
年
段
階
で
の
詰
め
替
え
高
は
諸
郷
御
蔵
々
で
一
万
六
五
〇
〇
石
余
（
№

８
）、
御
当
地＝

鹿
児
島
蔵
で
二
三
二
〇
石
余
（
№
９
）
の
合
計
一
万
八
八
二
〇

石
余
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

﹇
表
八
﹈
№
８
「
諸
郷
御
蔵
々
御
囲
米
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
項
目
は
詰

替
を
目
的
に
支
出
さ
れ
た
も
の
で
、
入
れ
替
わ
り
で
必
然
的
に
発
生
す
る
古
米
の

運
用
先
に
関
す
る
「
見
賦
」
が
「
内
書
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
（
№

８
�
〜
�
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
内
場
の
諸
組
・
外
場
の
う
ち
伊
集
院
組
に
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つ
い
て
は
詰
替
の
う
え
古
米
を
「
津
廻
ニ
相
成
」
し
て
諸
人
の
扶
持
米
と
し
（
�
、

�
）、
日
州＝

日
向
諸
県
郡
を
中
心
と
す
る
関
外
諸
組
か
ら
は
京
・
大
坂
の
諸
人

扶
持
米
と
し
て
同
地
へ
差
登
せ
る
と
し
て
い
る
（
�
）。
古
米
に
つ
い
て
も
、
四

〇
〇
〇
石
あ
ま
り
の
消
費
先
に
家
臣
団
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

次
に
、
№
８
�
で
は
「
三
島
御
続
米
」
の
五
ヶ
年
平
均
を
一
万
五
〇
〇
〇
石
と

し
、
そ
の
六
部
通＝
六
割
に
あ
た
る
九
〇
六
〇
石
を
詰
め
替
え
に
よ
っ
て
生
じ
た

古
米
で
支
出
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
表
内
の
諸
島
「
続
米
」
を
見
て
み
る

と
、
№
１７
「
諸
郷
…
御
囲
米
之
内
、
新
米
詰
替
之
上
島
続
米
相
成
候
」
と
し
て
、

「
島
続
米
」
に
諸
郷
囲
米
の
詰
替
時
に
生
じ
た
古
米
よ
り
支
出
さ
れ
て
い
る
項
目

が
存
在
し
、
対
応
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
№
１７
は
大
豆
も
含
む
旨
の
記
載
が
あ
る

の
で
す
べ
て
が
古
米
と
は
言
え
ず
、
ま
た
三
ヶ
年
と
も
№
８
�
で
示
さ
れ
た
九
〇

六
〇
石
に
は
届
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
九
〇
六
〇
石
は
あ
く
ま
で
「
三
島

続
米
」
の
五
ヶ
年
平
均
を
一
万
五
〇
〇
〇
石
と
し
、
こ
れ
を
母
数
に
算
出
し
た
数

字
で
あ
り
、
見
積
も
り
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
表
に
お
い
て
「
三
島
続

米
」
に
該
当
す
る
の
は
№
１６
・
１７
で
あ
る
が
、
弘
化
四
年
と
嘉
永
二
年
分
に
つ
い

て
見
る
と
合
計
一
万
四
〇
〇
〇
石
程
度
と
な
る
の
で
、「
五
ヶ
年
並
」
一
万
五
〇

〇
〇
石
に
近
い
値
は
得
ら
れ
る
。
№
８
「
内
書
」
の
示
す
「
見
賦
」
は
あ
る
程
度

実
態
に
即
し
て
算
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
保
期
に
は
調
所
の
改
革
で
囲
米
政
策
が
拡
大
し
た
こ
と
に
伴

い
、
古
米
が
比
較
的
大
規
模
に
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
売
値
の
低
下
が
避
け
ら

れ
な
い
こ
れ
ら
古
米
の
処
理
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
も
藩
は
領
内
消
費
に
こ
れ
を
用

い
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
膨
大
な
家
臣
団
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
扶
持
米
、

お
よ
び
専
売
制
強
化
に
伴
い
恒
常
的
な
飯
米
供
給
が
必
要
と
な
っ
た
諸
島
「
続

米
」
へ
こ
う
し
た
低
品
位
の
米
を
振
り
向
け
る
こ
と
で
、
藩
は
大
坂
の
堂
島
市
場

で
売
却
す
る
真
米
の
確
保
に
努
め
て
い
た
と
言
え
る
。
上
原
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

に
「
米
年
貢
の
大
部
分
が
藩
内
消
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
商
品
化
は
微
量
に

過
ぎ
な
い
」
中
で
も
、
藩
は
な
る
べ
く
大
坂
廻
米
を
意
識
し
続
け
、
品
質
に
よ
る

振
り
分
け
で
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

な
お
、
原
口
泉
氏
は
、
安
政
期
に
島
津
斉
彬
の
設
置
し
た
囲
米
施
設
で
あ
る
常

平
倉
（
５７
）に
関
す
る
論
考
（
５８
）の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
原
口
氏
は
、
常
平
倉

政
策
が
実
現
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
砂
糖
惣
買
上
制
に
よ
り
貨
幣
経
済
か

ら
遮
断
さ
れ
た
奄
美
諸
島
が
古
米
の
運
用
先
と
な
っ
た
と
指
摘
し
、
斉
彬
期
に
砂

糖
惣
買
上
制
が
沖
永
良
部
島
ま
で
拡
大
し
た
背
景
に
は
、
単
な
る
収
奪
強
化
で
は

な
く
「
古
米
の
運
用
と
い
う
独
自
の
理
由
（
５９
）」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
本
節
で
見
た
よ

う
に
、
天
保
期
の
囲
米
政
策
が
南
西
諸
島
の
砂
糖
収
奪
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
確
か
に
指
摘
で
き
よ
う
。

第
二
節

調
所
の
改
革
と
大
坂
仕
登
米

﹇
表
八
﹈〔
に
〕
を
見
る
と
、
諸
島
へ
宛
て
ら
れ
た
米
は
№
８
�
で
五
ヶ
年
平
均

と
さ
れ
た
「
三
島
御
続
米
」
一
万
五
千
石
余
（
№
１６
＋
１７
が
対
応
）、
三
島
砂
糖

惣
買
入
の
「
本
手
」
三
〇
〇
〇
石
（
№
１８
）、
そ
し
て
屋
久
島
の
「
御
続
」「
御
扶

持
米
」「
御
買
入
平
木
代
」
約
一
〇
〇
〇
石
余
で
、
合
計
一
万
九
〇
〇
〇
石
と
な

る
。
こ
れ
は
一
ヶ
年
の
米
支
出
全
体
の
お
よ
そ
十
五
％
に
も
及
び
、
出
米
・
重
出

米
を
除
い
た
年
貢
米
収
入
八
万
五
〇
〇
〇
石
を
母
数
と
す
れ
ば
二
〇
％
を
超
え
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
は
大
坂
で
売
却
さ
れ
る
大
坂
仕
登
米
（
№
３
）
を
凌
駕

す
る
数
字
で
あ
る
。
諸
島
を
中
心
に
特
産
品
に
依
存
し
た
と
さ
れ
る
薩
摩
藩
財
政

の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
で
、
当
該
期
の
薩
摩
藩
が
大
坂
廻
米
を
意
識
し
続
け
て
い
た
の
は
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
調
所
広
郷
の
改
革
で
も
三
島
砂
糖
を
改
革

の
根
本
に
据
え
な
が
ら
も
、
下
代
蔵
に
お
け
る
綱
紀
粛
正
と
い
っ
た
年
貢
収
納
機
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構
の
引
き
締
め
、
と
り
わ
け
肥
後
米
を
手
本
と
し
た
俵
作
の
工
夫
や
唐
箕
の
導
入

な
ど
に
よ
る
年
貢
米
の
収
納
量
増
加
・
品
位
向
上
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。

次
に
示
す
の
は
天
保
十
一
年
に
調
所
が
改
革
を
総
括
し
て
報
告
し
た
も
の
で
、
先

ほ
ど
述
べ
た
米
の
品
位
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
三
﹈「
調
所
広
郷
履
歴
」

右
（
文
政
元
年
〜
天
保
十
年
ま
で
の
大
坂
仕
登
米
高
お
よ
び
石
別
代
銀
の
書

上
）
者
、
大
坂
表
御
仕
登
米
之
儀
、
全
体
綿
密
之
御
規
定
者
有
之
候
得
共
、

段
々
不
行
届
罷
成
御
改
革
以
前
ニ
相
成
候
処
、
入
実
ハ
壱
俵
ニ
付
三
斗
四
升

程
宛
モ
有
之
、
右
ニ
準
シ
俵
作
等
別
而
麁
末
ニ
成
立
、
船
中
取
納
場
之
洩
米

等
過
分
ニ
有
之
、（
中
略
）
殊
ニ
米
拵
等
モ
不
宜
候
ニ
付
、
其
時
分
ハ
薩
摩

米
ト
申
候
得
者
米
屋
共
望
ミ
不
申
振
合
故
、
直
段
モ
格
別
下
落
仕
候
処
、
御

改
革
ニ
付
以
前
之
御
規
定
ヲ
本
ト
致
シ
猶
不
引
足
儀
者
増
補
仕
候
テ
、
米

拵
・
取
納
枡
目
・
俵
作
等
迄
綿
密
取
調
、
何
扁
肥
後
米
ヲ
手
本
ニ
致
シ
、
大

坂
ヨ
リ
唐
箕
買
下
、
亦
者
俵
占
道
具
等
作
調
、
連
年
手
堅
申
渡
候
処
追
々
行

届
、
当
分
ニ
至
リ
候
処
、
米
性
ハ
致
方
モ
無
御
座
候
得
共
、
拵
方
・
俵
作
・

入
実
ニ
付
而
ハ
諸
国
出
産
ヨ
リ
上
ニ
罷
成
、
大
坂
堂
島
ニ
而
モ
評
判
立
直
リ

候
、
折
柄
去
春
払
口
之
儀
相
改
候
訳
モ
御
座
候
故
、
一
涯
米
問
屋
共
気
請
宜

敷
罷
成
、
御
払
口
相
進
ミ
至
極
之
御
都
合
罷
成
候

調
所
に
よ
る
天
保
改
革
の
成
果
報
告
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
史
料
だ
が
、
先
行

研
究
で
は
改
革
を
評
価
す
る
際
し
ば
し
ば
要
約
的
に
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

﹇
表
九
﹈
に
右
の
史
料
で
省
略
し
た
大
坂
仕
登
米
高
を
ま
と
め
た
。
仕
登
高
は

改
革
以
前
の
文
政
期
に
比
し
て
む
し
ろ
減
少
に
転
じ
て
お
り
、
二
万
石
以
下
で
推

移
し
て
い
る
。
同
時
期
に
発
生
し
た
飢
饉
・
凶
作
等
に
影
響
さ
れ
た
結
果
と
考
え

ら
れ
る
が
、
別
の
要
因
を
こ
の
後
検
討
し
た
い
。

ま
た
﹇
図
二
﹈
は
同
じ
く
﹇
史
料
三
﹈
で
省
略
し
た
米
値
段
に
つ
い
て
、
変
動

を
見
る
た
め
グ
ラ
フ
で
示
し
た
。
調
所
が
何
を
典
拠
に
こ
れ
ら
の
数
字
を
挙
げ
て

い
る
の
か
は
判
然
と
せ
ず
単
純
な
比
較
は
困
難
で
あ
る
が
、
参
考
と
し
て
筑
前

米
・
肥
後
米
の
同
時
期
の
価
格
（
６０
）も
併
せ
て
﹇
表
九
﹈
と
と
も
に
示
し
て
い
る
。
両

者
は
と
も
に
堂
島
米
市
場
に
お
い
て
、
相
場
基
準
と
も
な
り
高
値
で
取
引
さ
れ
た

建
物
米
に
も
し
ば
し
ば
選
出
さ
れ
る
四
蔵
（
６１
）の
米
で
あ
る
。『
県
史
』
は
薩
摩
米
の

値
段
上
昇
に
つ
い
て
「
右
の
如
き
倍
加
に
近
き
売
払
価
格
の
上
昇
は
、
農
政
改
革

の
結
果
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
肥
後
米
等
の
大
坂
相
場
の
変
動
と
比

較
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
一
層
明
白
で
あ
ら
う
（
６２
）」
と
す
る
が
、
基
本
的
に
は
薩
摩
米

の
動
向
は
肥
後
米
・
筑
前
米
の
動
向
と
連
動
し
て
お
り
、『
県
史
』
が
強
調
す
る

表九 文政元～天保一〇年の薩摩藩大坂仕登米と大坂相場
肥後米（匁）

５４
５５．５
６２．５
５９

５９．５
６６
６０

７６．５
５９．５
５７．５
８６
７２

８８．５
７４

７７．５
７２

７５．５
８７．５
１５１
９７
１１９
６５．５
６４

９０．７５
「調所広郷履歴」、山﨑隆三『近世物価史研究』（塙書房、一九八
三年）所収第二七表より作成。

筑前米（匁）
４９．５
４６

５４．５
５７

５７．５
６３
６０

７４．５
５７．５
５５．５
８２
６９
８４
７１

７４．５
６９

７０．５
８３
１４２
８９．５
１０９
６０．７
６０．５
８５．３２

薩摩米（匁）
４３．４３５
３４．０７８
４０．５０２
４９．９１９
４９．８０２
５６．４１２
５２．０３１
６６．００９
５０．５９１
４９．３２２
７８．０８８
６３．５６３
７６．４７３
７０．１８７

１１２．３３７
７４．６６２
９９．０６７
１５３．６３２
１１１．０８
１１１．５２５

７２
５２．８１２
９６．３８３

仕登石数
１８６５０
１９９１０
２３１５０
２２３５０
２３７８８
１６４１３
１５５００
１３８２７
１２８４０
１５９１０
１３７５７
１０４４０
１１５１０
８５３４．４

７５８４
１２３２８．３２
１５７２５

１２１６３．２
１６７２６
１２６７２
１５０００

１７２１１．２５
１２５２４．１３２

元
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
元
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

１２ヶ年平均
１０ヶ年平均

文政

天保
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ほ
ど
の
顕
著
な
差
は
見
ら
れ
な
い
（
６３
）。
し
か
し
文
政
年
間
は
筑
前
米
・
肥
後
米
に
比

べ
低
価
で
あ
る
と
こ
ろ
、
天
保
四
年
以
降
は
こ
れ
ら
に
匹
敵
す
る
価
格
を
示
し
て

い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

﹇
史
料
三
﹈
傍
線
部
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
調
所
は
「
米
性
合
」
は
「
無

致
方
」
き
も
の
と
し
て
一
定
の
見
切
り
を
つ
け
る
一
方
、
収
納
機
構
の
綱
紀
粛
正

や
升
目
の
厳
正
化
等
を
通
じ
「
拵
方
・
俵
作
・
入
実
」
の
改
善
に
よ
る
「
米
屋
共

気
請
」
の
向
上
を
目
指
し
た
。
結
果
、
薩
摩
米
と
い
う
だ
け
で
望
手
が
な
く
価
格

も
下
落
す
る
と
い
っ
た
以
前
の
堂
島
に
お
け
る
評
価
が
回
復
し
、「
御
払
口
」
も

進
ん
で
都
合
が
よ
く
な
っ
た
と
す
る
。
堂
島
に
お
け
る
建
物
米
の
選
定
基
準
の
ひ

と
つ
に
俵
装
の
均
一
性
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
（
６４
）を
踏
ま
え
る
と
、
調
所
の
政
策
は
有

効
な
も
の
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
調
所
は
四
蔵
米
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
肥
後
米

を
手
本
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
十
八
世
紀
後
半
よ
り
建
物
米
へ
の
選
定
を
「
悲

願
」
と
し
て
熱
心
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
佐
賀
藩
で
も
、
俵
装
の
厳
格
化
・
均
一

化
が
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
た
（
６５
）。
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
、
薩
摩
米
の
「
評

判
」
が
回
復
し
、
仕
登
高
の
減
少
の
中
で
も
価
格
向
上
が
達
成
さ
れ
、
調
所
を
し

て
改
革
の
成
果
と
自
負
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
三
節

大
坂
仕
登
米
の
減
少

再
度
、﹇
表
八
﹈
に
戻
り
、
前
節
で
触
れ
た
大
坂
仕
登
高
の
減
少
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
嘉
永
元
年
前
後
で
大
坂
仕
登
米
は
一
万
一
八
六
六
石
余
（
№
３
）
で

あ
っ
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
こ
の
数
字
は
天
保
期
の
水
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
天
保
期
は
大
坂
仕
登
米
が
減
少

し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
領
内
の
凶
作
・
飢
饉
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
を
最
後
に
本
節
で
検
討
す
る
。

﹇
表
八
﹈〔
へ
〕「
そ
の
他
」
欄
に
仕
分
け
し
た
№
２４
を
見
る
と
、
№
３
と
は
別

図三 文政元～天保一〇年の大坂米相場変動
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に
、
大
坂
仕
登
米
の
う
ち
五
〇
〇
〇
石
が
「
年
々
」「
引
残
」
さ
れ
、「
何
そ
之
御

用
米
」
に
用
い
る
と
さ
れ
分
割
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
来
の
大
坂
仕
登

米
は
一
万
七
〇
〇
〇
石
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
江
戸
仕
登
米
に
つ
い

て
も
同
様
で
、
№
２５
で
一
五
三
〇
石
が
同
じ
く
「
引
残
置
」
か
れ
て
い
る
。
こ
の

合
計
六
五
三
〇
石
に
つ
い
て
、
上
原
兼
善
氏
は
「
実
質
的
な
余
米
」
で
あ
り
、

「
緊
縮
政
策
に
も
と
づ
く
消
費
抑
制
、
非
常
入
用
に
そ
な
え
た
飢
餓
備
蓄
の
産
物

に
他
な
ら
な
い
」
と
評
価
す
る
（
６６
）。
し
か
し
別
の
史
料
よ
り
、
こ
う
し
た
「
引
残
」

米
を
含
む
当
該
期
の
江
戸
・
大
坂
仕
登
米
に
つ
い
て
、
少
々
異
な
る
事
情
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
表
一
〇
﹈﹇
表
一
一
﹈
は
、「
御
産
物
仕
登
金
銀
御
蔵
納
高
万
控
（
６７
）」（
以
下
、

「
納
高
万
控
」。
大
正
期
の
謄
写
本
）
と
題
す
る
史
料
に
そ
れ
ぞ
れ
「
大
坂
御
仕
登

米
」「
江
戸
御
続
米
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
項
目
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
る
。
そ

れ
ぞ
れ
江
戸
・
大
坂
へ
仕
登
せ
る
年
貢
米
の
詳
細
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、﹇
表
一
〇
﹈
№
１
「
大
坂
現
仕
登
」
が
﹇
表
八
﹈
№
３
「
大

坂
仕
登
米
年
々
御
定
石
ニ
御
座
候
」
と
一
万
一
八
六
六
石
四
斗
で
斗
の
値
ま
で
正

確
に
一
致
し
て
お
り
、﹇
表
八
﹈
№
２４
で
大
坂
仕
登
米
の
引
き
残
し
と
さ
れ
る
五

〇
〇
〇
石
も
、﹇
表
一
〇
﹈
№
３
の
大
坂
仕
登
米
の
引
き
残
し
五
〇
〇
〇
石
に
対

応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
﹇
表
一
一
﹈
№
１
「
江
戸
現
続
」
は
﹇
表
八
﹈
№
２
と
正
確
に
は
一
致
し

な
い
も
の
の
比
較
的
近
い
値
で
あ
り
、
大
坂
仕
登
米
同
様
、﹇
表
八
﹈
№
２５
の
引

き
残
し
一
五
〇
〇
石
が
や
は
り
﹇
表
一
一
﹈
№
２
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
両
史
料
（
正
確
に
は
、
そ
の
原
本
）
は
対
応
を
示
す
も
の
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
他
の
項
目
が
完
全
に
は
﹇
表
八
﹈
と
対
応
し
な
い
の
は
、﹇
表
八
﹈
の
も
と
と

マ
マ

マ
マ

な
っ
た
「
諸
組
御
蔵
入
免
本
米
并
験
地
高
出
来
等
総
」
の
原
本
が
、
弘
化
四
・
嘉

永
元
年
の
両
年
を
参
照
し
つ
つ
嘉
永
二
年
の
ど
こ
か
の
段
階
で
算
出
し
た
あ
る
種

の
見
積
も
り
と
も
言
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
、
実
際
の
支
出
は
（
一
部
の
み
）

「
御
産
物
仕
登
金
銀
御
蔵
納
高
万
控
」
の
原
本
が
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
齟

齬
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
諸
組
…
総
」（﹇
表
八
﹈）
で
は
、
帳

末
の
差
引
に
お
い
て
「
右
壱
行
、
御
米
賦
付
之
外
ニ
壱
ヶ
年
分
余
米
相
成
賦
御
座

候
」
と
す
る
よ
う
に
「
賦
」＝

見
積
り
を
述
べ
る
よ
う
な
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
の
に
対
し
、「
納
高
万
控
」（﹇
表
一
〇
・
一
一
﹈）
で
は
「
被
仰
渡
置
候
」
な

ど
と
記
載
が
事
後
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
﹇
表
一
〇
﹈
№
６
「
去

申
年
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
納
高
万
控
」
は
申
年＝

嘉
永
元
年
の
翌
年
以
降
の
時

点
で
の
記
載
を
も
つ
。

以
上
よ
り
、
こ
こ
で
は
「
納
高
万
控
」
は
嘉
永
二
年
の
江
戸
・
大
坂
仕
登
米
の

実
際
の
処
理
を
示
す
史
料
と
考
え
よ
う
。

﹇
表
八
﹈
№
２４
・
２５
で
「
何
そ
之
御
用
米
」
払
用
と
し
て
「
引
残
」
さ
れ
た
大

坂
仕
登
米
五
〇
〇
〇
石
・
江
戸
御
続
米
一
五
三
〇
石
は
、﹇
表
一
〇
・
一
一
」
よ

り
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
御
続
・
仕
登
米
定
石
の
う
ち
か
ら
出
水
・
川
内
・
肝
付
（
６８
）

三
ヶ
所
に
「
引
残
」
さ
れ
た
も
の
で
、「
御
内
用
上
り
」
と
し
て
町
人
へ
売
り
支

配
を
命
じ
払
い
下
げ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
（﹇
表
一
〇
﹈
№
３
、﹇
表
一
一
﹈
№
２
）。「
内
用
」
は
藩
主
が
「
御
手
許
ヨ
リ

親
シ
ク
御
指
揮
（
６９
）」
す
る
際
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、「
内
用
上
り
」
は
藩
主
の
御
手

許
へ
上
が
る
際
な
ど
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
（
７０
）、
こ
の
時
期
、
江
戸
御
続
米
・
大

坂
仕
登
米
の
一
部
が
国
許
に
と
ど
め
お
か
れ
、「
御
内
用
上
り
」
す
な
わ
ち
藩
主

（
ま
た
は
、
そ
の
側
廻
諸
役
）
の
判
断
の
も
と
で
処
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

と
考
え
ら
れ
る
。
調
所
広
郷
を
筆
頭
に
、
藩
主
直
仕
置
体
制
の
強
化
さ
れ
た
天
保

期
以
降
の
藩
政
の
特
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
上
原
氏
は
「
諸
組
…
総
」
の
記
載
の
み
か
ら
こ
れ
余
剰
米
に
つ
い
て
、

「
緊
縮
政
策
に
も
と
づ
く
消
費
抑
制
、
非
常
入
用
に
そ
な
え
た
飢
餓
備
蓄
の
産
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表一〇 嘉永二年の大坂仕登米内訳
大豆（石）

０．６４

０．６４

「御産物仕登金銀御蔵納高万控」（東京大学史料編纂所蔵）より作成。

真米（石）
１１８６６．４

８１１．８４

２５０．２４

５０００

３０００

３４８０

１５００

４６０

１７７４

１９．６

２７９１１．８４

８１１．８４

項目
大坂現仕登
大坂仕登米之内、近衛様御合力米・京大坂諸人御扶持米ト〆斤目升目等兵庫継船
米同様差登候様被仰渡置候

京大坂諸人御扶持米用ト〆、日州表ゟ古米被差登候付、右員数出水・川内・
肝付表三方限へ引残候様被仰渡置候

大坂現仕登米１万６８６６石４斗之内、右員数出水・川内・肝付表三方限へ引残候様
被仰渡置、是迄御内用上りニテ町人等へ売支配被仰付候株
三島砂糖惣買入ニ付、出水・川内・肝付表三方限大坂御仕登米ノ内右石数以本手
用御払被仰渡置候
大坂御仕登米ノ内、大島・屋久島卸寄返米ト〆積下候様被仰渡置候
琉球産物方為御本手用琉米１５００石申請被相渡、大坂御仕登米ノ内琉球産物方ヨリ
大坂御蔵ヘ先納ニテ、右１５００石丈御物方御用ト〆内場繰入被仰渡置、産物方御余
勢銀相少ク１５００石丈産物方ヘ被差出大坂御仕登米株ニ而、別段之金筋ヲ以大坂不
差支様被仰付候、繰入ニ付テハ外御用米同様去ル申年ゟ弐拾ヶ年被仰渡置候
周防殿領分志布志伊崎田村上納米、右石数依願末吉岩川中取蔵取建ニ而被致取納、
夫丈ケ大坂切手米上納被仰渡置候
内匠殿持米・諸出米、去ル卯秋ゟ２３５５石余右之内重出米丈年々証文入付相成候間、
右外残り右通之員数大坂御蔵へ代銀上納被仰付置候
大坂御仕登米ノ内、内島々牛馬皮代米ト〆差下方被仰付、代銀之儀ハ琉球産物方
計ニ而大坂御蔵へ上納被仰付置候
合新米
合大豆
近衛様御合力米并京大坂諸人御扶持米株

No
１

２

３

４

５

６

７

８

９

計

表十一 嘉永二年の江戸続米内訳
大豆（石）

６０

１７０

「御産物仕登金銀御蔵納高万控」（東京大学史料編纂所蔵）より作成。

真籾（石）
４０

１１０

４０

真米（石）
５５９９．４
１２８０
１３００

３０１９．４

１５３０

１７２０

４８６

１１２

９４４７．４
９２７９．４
１６８

項目
江戸現続

川内表ゟ江戸へ直送
肝付表ゟ同断
川内・肝付・出水方限ヨリ割合、兵庫継船ヲ以江戸御続

江戸御続７０３０石ノ内、右員数出水・川内・肝付三方限へ引残候様被仰
渡、是迄御内用上りニテ町人等へ売支配被仰付来候株
同断御続之内、旁申秋ゟ１６００石被相減、大坂御仕登相成候付運賃出目
取合、右員数去申秋ゟ五ヵ年益田平兵衛へ代銀大坂廻出成ニ大坂金目
ヲ以御当地御蔵へ高足銀相付先納申請被仰付置候
同断御続之内、江戸詰御兵具方足軽其外田町人足等ヘノ被相渡候昼飯
米丈４５０石代銀続被仰渡置候処、運賃出米取合、右之員数去ル辰秋ゟ
先キ五ヵ年濱田十左衛門へ右平兵衛同様之向ヲ以申受被仰付置候
同断御続之内１００石・運賃米１２石都合１１２石、去ル未年ゟ御当地御払立
之上、代銀続之被仰渡置候得共、去三ヶ年の御続不及候
江戸御続大ツノ内、右之石数於御当地御払之上代銀江戸へ差登候様被
仰渡置候而入札被仰渡置候
合真米

江戸御続米
大円寺御仏餉米并益田平兵衛・濱田十左衛門申受運賃出目株

合大豆
合真米（籾カ）

No

１

２

３

４

５

６

計
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物
」
と
判
断
し
て
い
た
が
、「
納
高
万
控
」
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
米
は
む

し
ろ
積
極
的
に
領
内
へ
放
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
是
迄
…
売

支
配
被
仰
付
候
株
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
年
に
限
っ
た
措
置
で
は
な
く
、
常
態

化
し
た
支
出
で
あ
っ
た
。

こ
の
払
下
げ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
難
し
い
が
、
背
景
の
ひ
と
つ
に
考
え
ら
れ

る
の
は
、
同
時
期
の
領
内
に
お
け
る
米
需
要
の
高
ま
り
で
あ
る
。
囲
米
政
策
の
な

か
で
調
所
が
「
御
領
内
之
儀
者
全
体
米
不
足
之
御
国
ニ
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
（
７１
）、
近
世
後
期
、
薩
摩
藩
は
領
内
で
米
不
足
を
し
ば
し
ば
発
生
さ
せ
、
天
保

改
革
に
お
い
て
も
こ
れ
は
問
題
と
さ
れ
た
（
７２
）。
先
述
の
囲
米
政
策
も
こ
う
し
た
米
不

足
へ
の
対
応
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
安
政
年
間
か
ら
進

め
ら
れ
た
長
州
・
芸
州
と
の
藩
際
交
易
に
お
い
て
も
、
薩
摩
藩
は
輸
入
品
と
し
て

米
を
要
望
し
て
い
る
（
７３
）。
領
内
の
米
需
要
に
対
応
し
た
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
く
。

加
え
て
﹇
表
一
〇
﹈
は
、
大
坂
仕
登
米
と
諸
島
「
続
米
」
と
の
深
い
か
か
わ
り

も
示
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。﹇
表
一
〇
﹈
№
４
を
見
る
と
、﹇
表
八
﹈
№
１８

に
お
け
る
三
島
砂
糖
惣
買
入
本
手
用
三
〇
〇
〇
石
は
、
さ
き
の
江
戸
御
続
米
同
様

「
出
水
・
川
内
・
肝
付
表
三
方
限
大
坂
御
仕
登
米
ノ
内
」
か
ら
「
振
向
」
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
も
両
史
料
は
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
石
数
格
別
増
減
無
之
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
坂
仕
登
米
の
な
か
か
ら
砂
糖
買

入
代
と
し
て
定
額
を
毎
年
「
振
向
」
け
る
体
制
が
、
少
な
く
と
も
弘
化
・
嘉
永
期

に
は
常
態
化
し
て
い
た
。
調
所
の
改
革
に
よ
る
砂
糖
惣
買
上
の
強
化
に
伴
う
措
置

で
あ
ろ
う
。
第
二
次
惣
買
入
制
下
で
の
砂
糖
代
米
は
、
大
坂
仕
登
米
を
削
っ
て
拠

出
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
こ
ち
ら
は
﹇
表
八
﹈
と
の
対
応
は
判
然
と
し
な
い
が
、﹇
表
一
〇
﹈
№
５

で
は
「
大
坂
御
仕
登
米
ノ
内
、
大
島
・
屋
久
島
卸
寄
返
米
」
と
し
て
三
四
八
〇
石

が
積
下
さ
れ
て
い
る
。「
卸
寄
返
米
」
の
意
は
や
や
不
明
確
だ
が
、
こ
こ
で
も
や

は
り
大
坂
仕
登
米
が
本
来
の
用
途
を
外
れ
て
諸
島
関
連
の
出
費
に
充
て
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。﹇
表
八
﹈
で
の
数
字
と
あ
わ
せ
る
と
、
三
島
御
続
米
・
砂
糖

買
入
代
の
お
よ
そ
三
分
の
二
は
、
囲
米
の
詰
め
替
え
に
よ
っ
て
生
じ
た
古
米
と
、

大
坂
仕
登
米
の
転
用
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
保
期
の
大
坂
仕

登
米
が
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
年
貢
米
運
用
の
変
化
（
大
坂
仕

登
米
の
「
引
残
」、
国
許
で
の
払
下
・
砂
糖
代
米
へ
の
振
り
向
け
）
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藩
が
飢
餓
移
出
的
な
大
坂
廻
米
に
陥
ら
ず
、
こ
の
よ

う
に
あ
る
種
柔
軟
な
仕
登
高
の
調
整
を
行
い
え
た
の
に
は
、
有
力
な
大
坂
銀
主
か

ら
の
借
財
の
担
保
が
主
に
米
で
は
な
く
砂
糖
で
あ
っ
た
点
と
も
関
わ
る
と
考
え
ら

れ
る
（
７４
）。
そ
の
意
味
で
は
、
大
坂
へ
の
強
い
志
向
と
一
見
相
反
す
る
よ
う
な
仕
登
米

の
削
減
と
い
う
措
置
も
、
借
銀
担
保
と
し
て
の
砂
糖
確
保
を
目
的
と
す
る
以
上
は

藩
の
大
坂
金
融
市
場
へ
の
依
存
の
深
ま
り
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
財
政
に
つ
い
て
、
主
に
年
貢
米
収
支

を
中
心
に
分
析
を
行
っ
た
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
米
収
入
の
脆
弱
性
を
数
量
的

に
検
討
し
、
ま
た
同
藩
財
政
の
強
み
と
さ
れ
た
特
産
品
生
産
と
の
間
に
深
い
関
係

が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
た
。
特
に
諸
島
経
営
に
お
い
て
必
然
的
に
必
要
と
な
っ

た
「
続
米
」
の
存
在
を
改
め
て
史
料
の
上
か
ら
指
摘
し
、
そ
の
運
営
の
在
り
方
に

こ
そ
薩
摩
藩
財
政
の
特
質
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
以
下
、
小
括
と
今

後
の
課
題
を
述
べ
る
。

薩
摩
藩
の
年
貢
収
納
は
下
代
蔵
に
よ
る
組
分
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
お
り
、
各
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郷
・
村
々
は
近
隣
の
蔵
の
蔵
付
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
機
構
を
通
じ
収
納
さ
れ
る

年
貢
米
は
お
よ
そ
三
割
近
く
が
低
品
質
な
赤
米
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
薩
摩
藩
財
政

を
大
き
く
規
定
し
た
。
藩
は
赤
米
の
存
在
を
前
提
と
し
た
財
政
運
営
を
迫
ら
れ
、

大
坂
市
場
向
け
の
真
米
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
低
品
質
の
米
を
な
る
べ
く
領

内
消
費
に
宛
て
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
、
多
額
の
扶
持

米
・
役
料
米
を
必
要
と
し
た
膨
大
な
家
臣
団
で
あ
り
、
特
産
品
生
産
の
強
制
で
飯

米
の
必
要
と
な
っ
た
南
西
諸
島
民
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
海
運
に
従
事
す
る
水
主
た

ち
で
あ
っ
た
。

近
世
後
期
に
お
い
て
、
藩
の
米
支
出
の
第
一
は
家
臣
団
へ
の
扶
持
米
・
役
料
米

給
付
で
あ
り
、
大
坂
仕
登
米
は
二
万
石
内
外
に
と
ど
ま
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
諸
島

「
続
米
」
は
こ
れ
を
凌
駕
し
て
い
た
。
し
か
し
、
砂
糖
惣
買
上
を
強
化
し
た
調
所

広
郷
の
天
保
改
革
の
中
で
米
の
大
坂
志
向
は
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
古
米
を
諸
島

「
続
米
」
と
し
て
領
内
消
費
へ
宛
て
た
ほ
か
、
俵
装
の
改
善
を
通
じ
て
薩
摩
米
価

格
の
上
昇
に
つ
と
め
、
こ
れ
は
有
効
に
作
用
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
坂
仕
登
米
の
減
少
と
い
う
現
象
が
並
行
し
て
発
生
す
る
。

こ
れ
は
凶
作
の
影
響
と
と
も
に
、
領
内
、
と
り
わ
け
特
産
品
生
産
を
強
制
さ
れ
南

西
諸
島
に
恒
常
的
な
「
続
米
」
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
藩
は

同
地
の
「
御
続
」
を
達
成
す
る
た
め
、
あ
え
て
大
坂
仕
登
米
の
削
減
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
調
整
を
行
い
え
た
背
景
に
は
、
大
坂
金
融
市
場
に
お
い
て
、
担
保
と
し

て
の
砂
糖
が
米
に
優
先
さ
れ
て
い
た
と
い
う
薩
摩
藩
独
自
の
事
情
も
存
在
し
て
い

た
と
推
察
さ
れ
る
。

今
後
の
課
題
は
、
国
許
に
お
け
る
貨
幣
収
支
、
お
よ
び
大
坂
・
江
戸
収
支
と
の

相
互
関
係
の
解
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
島
津
家
本
」
中
の
関
連
史
料
か
ら
あ
る

程
度
の
復
元
を
期
待
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
謄
写
本
で
あ
る
関
係
上
、
慎
重
な
史

料
批
判
が
必
要
と
な
る
。
同
時
期
、
諸
藩
に
よ
る
和
製
砂
糖
の
生
産
拡
大
に
よ
り

次
第
に
劣
勢
に
立
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、
薩
摩
藩
が
ど
の
よ
う
な
財
政
運
営
を
模

索
し
た
の
か
。
砂
糖
を
主
柱
に
し
て
関
係
を
結
ん
で
い
た
大
坂
金
融
市
場
と
の
関

係
解
明
も
必
要
で
あ
る
。

ま
た
今
回
、
財
政
運
営
と
い
う
点
に
お
い
て
、
意
思
決
定
も
含
め
た
役
所
・
役

職
等
の
藩
政
機
構
の
問
題
を
検
討
し
え
な
か
っ
た
。
天
保
期
、
薩
摩
藩
は
調
所
お

よ
び
藩
主
斉
興
の
主
導
の
も
と
、
藩
主
側
廻
諸
役
の
権
限
が
拡
大
し
強
権
を
ふ

る
っ
た
た
め
、
様
々
な
問
題
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
７５
）。
こ
う
し
た

藩
政
機
構
の
変
化
が
財
政
の
実
態
面
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
展
開
し
て
い
く
の
か
、

引
き
続
き
検
討
を
行
い
た
い
。

註（
１
）
土
屋
喬
雄
『
封
建
社
會
崩
壞
過
程
の
研
究

江
戸
時
代
に
お
け
る
諸
侯
の

財
政
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
七
年
、
三
五
八
―

三
五
九
頁
。

（
２
）
天
保
期
以
前
の
藩
財
政
窮
乏
化
に
つ
い
て
、
山
本
弘
文
氏
は
「
支
出
と
収

入
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
決
し
て
剰
余
生
産
物
に
対
す
る
藩
権
力
の
把
握
が

不
十
分
な
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
完
璧
さ
に
も
か
か
わ

ら
ず
把
握
さ
れ
る
生
産
物
の
絶
対
的
な
少
な
さ
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
と
は
同
藩
の
生

産
力
が
、
強
度
の
搾
取
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
期
以
降
の
全
国
的
な
商
品
経

済
の
発
展
に
と
も
な
う
領
主
側
の
貨
幣
需
要
を
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

な
い
ほ
ど
低
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
同
伴
財
政
窮
乏
化

の
構
造
的
な
性
質
が
あ
つ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

（
山
本
「
薩
摩
藩
の
天
保
改
革
―
改
革
前
の
状
態
と
改
革
の
歴
史
的
性
格
―
」

『
経
済
志
林
』
第
二
四
巻
三
号
、
一
九
五
六
年
）
三
九
頁
。

（
３
）
上
原
兼
善
「
天
保
期
に
お
け
る
領
主
権
力
の
動
向
―
島
津
氏
の
場
合
―
」
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（
秀
村
選
三
編
『
西
南
地
域
史
研
究
』
三
、
文
献
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
三

九
―

四
〇
頁
。

（
４
）
松
下
志
朗
「
幕
末
期
の
門
割
制
度
と
農
業
形
態
」（
松
下
『
鹿
児
島
藩
の

民
衆
と
生
活
』
南
方
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
は
福
岡
大
学
『
文
理
論

叢
』
第
十
二
巻
三
号
、
一
九
六
六
年
）。

（
５
）
松
下
志
朗
『
鹿
児
島
藩
の
民
衆
と
生
活
』
九
頁
。

（
６
）
先
掲
註
（
三
）
上
原
論
文
。

（
７
）
朴
澤
直
秀
「「
島
津
家
本
」
の
構
成
と
形
成
過
程
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
８
）
天
明
四
年
四
月
に
外
城
は
郷
と
改
称
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
近
世
後
期
を

対
象
と
す
る
た
め
、
以
下
で
は
特
別
断
ら
な
い
限
り
郷
と
呼
称
す
る
。

（
９
）
明
治
四
年
に
お
け
る
人
口
総
計
七
七
万
二
三
五
四
名
の
う
ち
、
士
卒
は
二

〇
万
三
七
一
一
名
で
二
六
％
に
も
及
ぶ
（
原
口
虎
雄
「
薩
藩
郷
士
生
活
の
経

済
的
基
礎
」〔
秀
村
選
三
編
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展
開
』
西
日
本
文
化
協
会
、

一
九
七
一
年
〕。
初
出
は
『
九
州
経
済
史
研
究
』
三
和
書
房
、
一
九
五
三
年
、

二
一
七
頁
）。

（
１０
）
秀
村
選
三
・
桑
波
田
興
・
藤
井
譲
治
「
藩
政
の
成
立
」（
岩
波
講
座
『
日

本
歴
史
』
一
〇
、
一
九
七
五
年
）。

（
１１
）
た
だ
し
、
農
地
荒
廃
な
ど
を
う
け
て
御
救
を
名
目
と
す
る
個
別
の
検
地
は

そ
の
後
も
各
地
で
行
わ
れ
た
。

（
１２
）
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
（
鹿
児
島
県
、
一
九
八
〇
年
）、
史
料
番
号
二
二

二
。
以
下
、
巻
数
と
史
料
番
号
の
み
記
す
）。

（
１３
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
一
九
四
一
年
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
場
合

本
文
で
は
『
県
史
』
と
表
記
。

（
１４
）
上
原
兼
善
「
薩
摩
藩
に
お
け
る
軍
制
改
革
―
弘
化
四
年
の
「
給
地
高
改

正
」
の
問
題
を
中
心
に
―
」（
秀
村
選
三
編
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展
開
』
所

収
）
三
三
二
―

三
三
三
頁
。

（
１５
）
以
上
の
説
明
は
、
特
に
註
記
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
『
鹿
児
島
県
史
』

二
、
八
七
―

九
三
頁
に
拠
っ
た
。

（
１６
）
「
下
代
蔵
役
人
ト
ハ
、
各
御
蔵
々
取
納
米
・
銭
等
出
入
ヲ
掌
ル
役
人
ヲ
云

フ
、
下
代
ノ
名
唱
ハ
其
語
義
ノ
因
テ
起
リ
シ
ヲ
詳
ニ
セ
ス
、
此
役
職
ハ
毎
年

八
月
朔
日
ヲ
以
テ
、
新
古
交
替
ノ
規
定
ナ
リ
」
と
あ
る
（『
斉
彬
公
史
料
』

第
一
巻
、
文
書
番
号
二
二
二
）。

（
１７
）
こ
れ
に
対
し
、
給
地
に
お
い
て
は
年
貢
納
入
も
給
人
の
も
と
へ
直
接
な
さ

れ
る
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
高
山
郷
に
所
在
す
る
城
下
士
の
給
地
の
百
姓

が
、
城
下
ま
で
年
貢
を
輸
送
す
る
労
を
厭
い
近
隣
の
下
代
蔵
へ
の
納
入
を
請

願
す
る
な
ど
、
近
世
後
期
に
は
直
轄
地
に
お
け
る
年
貢
納
入
組
織
を
給
地
か

ら
の
年
貢
納
入
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
（
秀
村
選
三
「
薩
摩

藩
郷
村
に
お
け
る
給
地
の
存
在
形
態
―
大
隅
国
高
山
郷
に
お
け
る
鹿
児
島
給

地
」（
秀
村
編
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展
開
』）。

（
１８
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
五
六
―

三
五
七
頁
。

（
１９
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
収
蔵
番
号：

島
津
家
文
書
―

八
一
―

二
―

一
一

七
。

（
２０
）
「
中
取
蔵
」
の
意
は
判
然
と
し
な
い
が
、
本
蔵
に
次
ぐ
も
の
か
、
あ
る
い

は
中
継
地
点
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
２１
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
二
一
頁
。

（
２２
）
表
中
の
菱
刈
組
・
羽
月
郷
下
之
木
馬
場
の
下
代
蔵
は
、
天
保
改
革
の
一
環

と
し
て
天
保
十
四
年
七
月
に
建
設
さ
れ
た
（
黒
田
安
雄
「
天
保
期
薩
摩
藩
の

農
政
改
革
―
―
受
持
郡
奉
行
制
の
実
施
と
上
見
部
下
り
の
廃
止
に
つ
い
て
」

〈『
西
南
地
域
史
研
究
』
七
、
一
九
九
二
年
〉）。
よ
っ
て
同
蔵
の
記
載
を
持
つ
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本
史
料
は
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２３
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
五
六
―

三
五
七
頁
。

（
２４
）
た
だ
し
、
池
田
村
の
み
隣
接
す
る
今
和
泉
島
津
家
の
私
領
に
編
入
さ
れ
て

い
る
。

（
２５
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
収
蔵
番
号：

島
津
家
文
書
六
〇
―

七
―

一
。

（
２６
）
基
本
的
に
諸
蔵
と
も
沿
岸
部
に
位
置
し
て
い
る
。
た
だ
し
川
内
組
・
山
崎

組
・
隈
之
城
組
・
祁
答
院
組
な
ど
は
内
陸
部
に
も
蔵
が
配
置
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
い
ず
れ
も
川
内
川
に
沿
っ
た
も
の
で
、
や
は
り
舟
運
に
よ
る
輸
送
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２７
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
六
六
頁
。

（
２８
）
福
嶋
紀
子
『
赤
米
の
た
ど
っ
た
道

も
う
ひ
と
つ
の
日
本
の
コ
メ
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
八
―

九
頁
。

（
２９
）
深
谷
克
己
「
赤
米
排
除
」（『
史
観
』
第
一
〇
九
冊
、
一
九
八
三
年
）。

（
３０
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
六
六
頁
。

（
３１
）
例
え
ば
次
の
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
史
料
で
は
、
城
下
士
・
郷
士

（
改
称
前
の
た
め
鹿
児
島
衆
中
・
外
城
衆
中
）
と
も
に
出
米
を
真
米
・
赤
米

半
分
宛
で
納
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

元
禄
十
四
年
巳
、
寺
田
堅
右
衛
門
日
帳
之
内

覚
写

一
、
高
壱
石
ニ
付
出
米
八
升
壱
合

内
、
壱
合
苦
労
、
真
赤
半
分
、
鹿
児
島
衆
中

一
、
高
壱
石
ニ
付
出
米
六
升

真
赤
半
分
、
外
城
衆
中

右
之
通
当
年
相
定
候
間
、
諸
所
御
蔵
へ
可
有
上
納
候

（「
歴
代
制
度
」
巻
之
六
〈
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
『
鹿
児

島
県
史
料

薩
摩
藩
法
令
史
料
集
』
一
所
収
〉）

（
３２
）
松
下
志
朗
『
鹿
児
島
藩
の
民
衆
と
生
活
』（
南
方
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
３３
）
松
下
志
朗
『
鹿
児
島
藩
の
民
衆
と
生
活
』
一
八
一
頁
。

（
３４
）
物
奉
行
は
諸
品
の
差
引
、
諸
扶
持
方
・
諸
職
人
賃
米
／
飯
米
の
手
形
を
出

す
こ
と
を
職
掌
と
し
、
金
銀
出
納
の
際
に
は
物
奉
行
の
手
形
が
必
要
と
さ
れ

た
（『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
一
一
七
―

一
一
八
頁
）。

（
３５
）
「
歴
代
制
度
」
巻
之
九
。
そ
れ
ぞ
れ
、
宝
永
六
年
に
つ
い
て
は
同
年
十
月

段
階
、
享
保
十
二
年
に
つ
い
て
は
同
年
九
月
段
階
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
一
年
間
に
つ
い
て
、

「
賦
」＝

予
算
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
示
し
た
史
料
で
あ
る
。

（
３６
）
「
歴
代
制
度
」
巻
之
九
。

（
３７
）
真
米
・
赤
米
・
琉
米
の
ほ
か
に
銭
・
銀
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
る
も
の
の
、

今
回
は
米
に
つ
い
て
の
み
示
し
た
。

（
３８
）
赤
米
の
使
途
に
「
階
級
制
」
を
指
摘
し
た
松
下
志
郎
も
、「
鹿
児
島
藩
に

と
っ
て
、
赤
米
は
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を
有
し
て
い
た
」
と
し
て
必
ず
し
も

赤
米
の
使
途
の
範
囲
や
そ
の
意
義
を
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（『
鹿

児
島
藩
の
民
衆
と
生
活
』
一
八
四
頁
）。

（
３９
）
「
琉
球
館
文
書
」（
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
仲
原
善
忠
文
庫
、
同
文
庫
デ
ジ

タ
ル
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
薩
琉
往
復
文
書
集

琉
球
館
文
書
一
」
画
像
十

五
―

十
七
を
参
照
し
た
）、
弓
削
政
己
「
奄
美
諸
島
の
貢
租
シ
ス
テ
ム
と
米
の

島
嶼
間
流
通
に
つ
い
て
」（
沖
縄
文
化
振
興
会
公
文
書
管
理
部
史
料
編
集
室

編
『
沖
縄
県
史
』
各
論
編
第
四
巻
近
世
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
４０
）
な
お
弓
削
政
己
氏
は
、
琉
球
ま
で
含
み
こ
ん
だ
島
嶼
間
相
互
の
米
の
流
通

に
注
目
し
「
薩
摩
藩
に
よ
る
島
嶼
間
の
卸
米
の
シ
ス
テ
ム
は
、
島
嶼
の
平
木

や
砂
糖
専
売
制
の
展
開
を
基
礎
に
し
て
、
加
え
て
大
坂
市
場
で
の
真
米
・
赤
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米
値
段
の
違
い
を
認
識
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る

（
先
掲
註
（
三
九
）
弓
削
論
文
二
四
二
頁
）。
本
稿
も
多
く
の
示
唆
を
得
て
い

る
。

（
４１
）
「
調
所
広
郷
履
歴
」（『
薩
摩
藩
天
保
改
革
関
係
史
料
』
鹿
児
島
県
史
料
刊

行
委
員
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
４２
）
鹿
児
島
藩
の
天
保
改
革
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻

ほ
か
原
口
虎
雄
『
幕
末
の
薩
摩

悲
劇
の
改
革
者
、
調
所
笑
左
衛
門
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
）、
芳
即
正
『
調
所
広
郷
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
七
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
４３
）
以
上
、
松
下
志
朗
『
近
世
奄
美
の
支
配
と
社
会
』（
第
一
書
房
、
一
九
八

三
年
）
に
拠
っ
た
。

（
４４
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
収
蔵
番
号：
島
津
家
本
さ
―

�
一
二
―

六
―

四

三
。「
験
地
」「
出
来
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
給
地
」「
出
米
」
の
翻
刻

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

（
４５
）
「
御
高
頭
并
諸
上
納
物
取
調
帳
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
収
蔵
番

号：

島
津
家
本
さ
―

�
一
二
―

六
―

三
三
）。

（
４６
）
先
掲
註
（
三
）
上
原
論
文
。

（
４７
）
大
山
野
と
は
原
野
・
藪
地
の
こ
と
で
、
入
会
利
用
の
ほ
か
許
可
に
よ
っ
て

地
味
衰
微
す
る
ま
で
「
大
山
野
仕
明
地
」
と
し
て
開
発
が
行
わ
れ
、
地
方
検

者
な
ど
諸
役
の
見
分
に
よ
り
見
掛
十
分
二
上
納
と
さ
れ
た
（『
鹿
児
島
県

史
』
第
二
巻
、
三
一
二
頁
）。

（
４８
）
菜
種
子
生
産
と
流
通
に
つ
い
て
は
松
下
志
朗
「
薩
摩
藩
に
お
け
る
菜
種
子

の
生
産
と
流
通
」（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
三
巻
一
号
、
一
九
七
一
年
）

に
詳
し
い
。

（
４９
）
久
見
崎
は
川
内
川
河
口
に
位
置
し
、
藩
の
軍
港
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
５０
）
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
『
玉
里
島
津
家
史
料
』
第
三
巻
、

鹿
児
島
県
、
一
九
九
三
年
、
史
料
番
号
八
五
〇
。

（
５１
）
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
、
一
九
一
。

（
５２
）
「
諸
組
御
蔵
入
免
本
銀
并
諸
上
納
金
本
払
総
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、

収
蔵
番
号：

島
津
家
本
さ
�
―

一
二
―

六
―

五
九
）。

（
５３
）
嘉
永
四
年
、
凶
作
に
伴
う
米
価
高
騰
を
う
け
て
申
請
米
四
〇
〇
〇
石
を
米

問
屋
に
払
い
下
げ
て
い
る
（『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
、
文
書
番
号
一
九
一
）。

（
５４
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
四
四
六
頁
。

（
５５
）
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
、
文
書
番
号
一
九
一
。

（
５６
）
「
調
所
広
郷
履
歴
」。

（
５７
）
米
価
調
節
を
主
目
的
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
薩
摩
藩
で
は
島
津
斉
彬
が

設
置
し
た
。
米
が
豊
富
に
出
回
っ
た
際
は
高
値
で
買
入
を
行
い
、
逆
に
欠
乏

し
た
際
は
安
価
で
供
給
し
た
と
い
う
（『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
、
鹿
児
島

県
、
一
九
四
一
年
）。

（
５８
）
原
口
泉
「
島
津
斉
彬
の
「
常
平
倉
」
設
置
に
つ
い
て
」（『
鹿
大
史
学
』
四

二
、
一
九
九
四
年
）
三
頁
。

（
５９
）
先
掲
註
（
五
八
）
原
口
論
文
。

（
６０
）
山
﨑
隆
三
『
近
世
物
価
史
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
八
三
年
）
所
収
第
二

七
表
を
参
照
し
、「
三
貨
図
彙
」
と
の
相
関
が
強
い
と
さ
れ
る
『
株
式
会
社

堂
島
米
穀
取
引
所
沿
革
』
所
収
の
各
年
末
相
場
に
依
っ
た
。

（
６１
）
筑
前
・
肥
後
・
中
国
・
広
島
。

（
６２
）
『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
三
〇
三
頁
。

（
６３
）
天
保
四
年
の
み
薩
摩
米
値
段
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
典
拠

史
料
の
性
格
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
三
井
文
庫
編
『
近
世
後
期
に
お
け
る

主
要
物
価
の
動
態
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
二
年
）
所
収
相
場
表
に
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よ
る
と
、
同
年
は
筑
前
米
一
一
五
匁
一
分
、
肥
後
米
一
一
四
匁
二
分
と
な
っ

て
お
り
、
本
史
料
の
示
す
薩
摩
米
と
同
じ
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

（
６４
）
高
槻
泰
郎
『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
二
年
、
九
九
―

一
〇
〇
頁
。

（
６５
）
先
掲
註
（
六
四
）
高
槻
論
文
一
〇
一
頁
。

（
６６
）
先
掲
註
（
三
）
上
原
論
文
二
一
―

二
二
頁
。

（
６７
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
収
蔵
番
号：

島
津
家
本
さ
�
―

三
―

二
一
。

（
６８
）
い
ず
れ
も
外
場
西
目
・
東
目
の
要
港
に
あ
た
り
、
江
戸
御
続
米
・
上
方
諸

役
人
の
扶
持
米
を
仕
登
せ
る
な
ど
、
同
地
で
年
貢
米
の
集
積
・
廻
送
が
行
わ

れ
て
い
た
。

（
６９
）
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
、
文
書
番
号
一
九
一
。

（
７０
）
例
え
ば
「
竪
山
利
武
公
用
控
」（『
斉
彬
公
史
料
』
第
四
巻
、
鹿
児
島
県
、

一
九
八
三
年
）
で
は
斉
彬
の
指
示
に
よ
り
藩
主
手
廻
り
の
資
金
と
し
て
納
戸

蔵
へ
金
三
〇
〇
〇
両
を
入
付
け
る
際
、「
先
達
て

御
沙
汰
承
知
仕
候
通
三

千
両
位
は
御
内
用
上
ニ
て
取
揚
、
御
徒
目
付
切
封
ニ
て
御
納
戸
蔵
へ
格
護
仕

置
」
と
述
べ
て
い
る
（「
竪
山
利
武
公
用
控
」
安
政
二
年
六
月
十
三
日
条
）。

（
７１
）
「
調
所
広
郷
履
歴
」。

（
７２
）
「
…
改
革
以
来
金
の
払
は
蔵
々
滞
り
な
か
り
し
か
、
米
は
折
々
滞
り
た
り
。

改
革
以
前
文
化
・
文
政
中
は
夏
に
な
れ
は
年
毎
に
足
ら
す
、
士
族
扶
持
方
よ

り
夫
賃
皆
同
し
」（『
薩
摩
藩
天
保
度
以
後
財
政
改
革
顛
末
書
』）
と
あ
る
よ

う
に
、
武
士
・
百
姓
の
別
な
く
広
範
な
米
不
足
が
発
生
し
て
い
た
。

（
７３
）
田
中
彰
「
幕
末
薩
長
交
易
の
研
究
―
１
―
」
同
「
幕
末
薩
長
交
易
の
研
究

―
２
―
」（『
史
学
雑
誌
』
六
号
三
・
四
、
一
九
六
〇
年
）。

（
７４
）
藩
は
米
切
手
を
通
じ
た
資
金
調
達
も
行
っ
て
い
た
が
、
大
坂
で
は
砂
糖
切

手
に
よ
っ
て
盛
ん
な
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
た
（「
商
事
慣
習
問
目
並
報
答

書
案
」〈
大
坂
市
参
事
会
『
大
坂
市
史
』
第
五
、
一
九
一
一
年
〉）。
ま
た
鴻

池
善
右
衛
門
家
の
「
掛
合
控
」
な
ど
を
参
照
す
る
と
、
銀
主
へ
の
借
銀
頼
談

の
際
は
ほ
と
ん
ど
必
ず
翌
年
の
砂
糖
仕
登
に
よ
っ
て
返
済
を
手
堅
く
行
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
天
保
改
革
の
原
動
力
と
な
っ
た
新
組
銀
主
の
結
成

に
あ
た
っ
て
も
、
平
野
屋
五
兵
衛
を
砂
糖
掛
屋
に
任
じ
る
こ
と
で
本
銀
主
と

す
る
交
渉
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
（「
薩
州
掛
合
控
」
二
、
大
阪
大
学
大
学

院
経
済
学
研
究
科
経
済
史
・
経
営
史
資
料
室
蔵
、
文
政
十
年
極
月
五
日
条
）。

（
７５
）
黒
田
安
雄
「
財
政
改
革
期
の
行
政
機
構
―
―
薩
摩
藩
天
保
改
革
期
の
御
改

革
方
御
内
用
掛
と
御
趣
法
方
」（
西
南
地
域
史
研
究
会
編
『
西
南
地
域
の
史

的
展
開

近
世
編
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）。
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